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第１章 公共施設等総合管理計画とは 

 

１ 背景 

 

本市の学校や市営住宅、道路や下水道などの公共施設等は、戦後の臨海部を中心とした工場集積や首都圏

のベッドタウンとしての人口急増への対応や、政令指定都市への移行など都市の成長過程において、継続

的・積極的に整備された結果、他の大都市と比べても遜色のないものとなってきています。これらの公共施

設等は、本市のまちづくりにおいて、市民生活の基盤や地域コミュニティの拠点等として、重要な役割を果

たしてきたところです。 

 

しかしながら、公共施設等の多くで老朽化が進んでおり、今後、これらの維持や機能更新などに多額の費

用が必要となります。また、人口減少や少子超高齢化が進展する見通しであることから、生産年齢人口の減

少が進むとともに、経済情勢も不透明であることなども踏まえると、将来的な税収の大きな伸びを期待する

ことは難しい状況であり、公共施設等の維持・更新費用を確保し続けていくことは困難な状況です。 

また、総人口の減少などにおいては、現在の拡散的な市街地を見直し、長期的には集約型都市構造への転

換を見据えるなど、まちづくりの重大な転換期を迎えています。 

 

  このような状況を踏まえ、本市では、公有財産の有効活用、維持管理経費の最適化等を全庁横断的に推進

するため、平成２３年度に資産経営部を新設し、「千葉市資産経営基本方針」を策定するとともに、千葉市

資産経営システムを構築・運用するなど、着実に取り組みを進めてきました。 

 

一方、国において、「インフラ長寿命化基本計画」（平成２５年１１月関係省庁連絡会議決定）が策定され、

各施設を管理・所管するものがインフラ長寿命化計画（行動計画）・個別施設ごとの長寿命化計画（個別施

設計画）を策定すること及びこれらの計画に基づき点検等を実施したうえで適切な措置を講じることが求

められています。 

さらに、「公共施設等の総合的かつ計画的な管理の推進について（平成２６年４月、総務省通知）」により、

各自治体に対し、全ての公共施設等を対象に、管理に関する基本的な考え方などを示す、公共施設等総合管

理計画の策定が求められています。 

 

そこで、本市の状況や公共施設等を取り巻く現状や課題などを踏まえ、公共施設等の管理等に関する基本

的な考え方や取り組みの方向性を定めた「千葉市公共施設等総合管理計画」（以下、「本計画」という）を策

定しました。 

本計画は、施設に対するニーズの変化や今後の社会経済情勢を注視するとともに、各施設の取り組み状況

等を踏まえ、計画期間の中間年を目途に、検証、見直しを行うこととしております。 

 

令和元年度が計画期間の中間年にあたることや個別施設計画の策定が進んでいること、「公共施設等総合

管理計画の策定にあたっての指針の改訂（平成３０年２月、総務省通知）」により、公共施設等総合管理計

画の不断の見直し・充実等が求められていることから、本計画の見直しを行うこととしました。 

 

見直しにあたっては、本市の資産経営に関する計画体系（方針・計画等）を整理するとともに、個別

施設計画に記載した対策内容を反映し、計画目標を設定するなど本計画を充実させることで、今後も、

本計画に基づく、総合的かつ計画的な取り組みの推進により、安全で快適な市民生活に資するとともに、

本市の持続的なまちづくりを目指します。 
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２ 位置づけ 

 

（１）インフラ長寿命化基本計画との関連 

・本計画は、「インフラ長寿命化基本計画」で示された、市が策定すべきインフラ長寿命化計画（行動

計画）に位置づけます。また、個別施設計画や公営企業の経営戦略との整合を図ります。 

 

■図表 インフラ長寿命化基本計画との関連 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）市の計画体系における位置づけ 

・本市の総合計画（基本構想、基本計画、実施計画）のほか、財政健全化プラン、行政改革推進指針、

都市計画マスタープラン及び立地適正化計画等の関連する計画とも適切に連携します。 

・本計画は、「千葉市資産経営基本方針」で定める基本的な考え方に基づき、全ての公共施設等を対象

として、総合的かつ計画的な管理等に関する事項を定めるものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

千葉市公共施設等総合管理計画

公共建築物 インフラ施設

インフラ長寿命化基本計画（基本計画） 【国】

【地方】【国】

各省庁が策定

（行動計画）（行動計画）

（個別施設計画）（個別施設計画）

学

校

河

川

道

路

千葉市公共施設等個別施設計画

学校 市営住宅 動物公園

保育所
子ども
ルーム

その他

学校教育
施設

公園・スポーツ・
レクリエーション施設 行政施設

文化施設
社会教育
施設 医療施設

高齢・障害・
社会福祉施設

児童福祉・
子育て支援施設

再配置

対象施設リスト

計画的保全

対象施設リスト
施設類型別の対策リスト

ごみ処理
施設

河川施設 公園施設

農業集落
排水施設 下水道施設

道路施設
モノレール
施設

砂防施設

※それぞれ計画を策定

その他上水道施設

※それぞれ計画を策定
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  ■図表 計画体系イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 計画期間 

 

本計画は、令和２年度から令和１１年度までの１０年間を計画期間とします。ただし、施設に対す

るニーズの変化や今後の社会経済情勢を注視するとともに、個別施設計画の策定状況や、各施設の取

り組み状況等を踏まえ、３年を目途に、計画の検証、見直しを行うこととします。 

 

 

 

基本構想

基本計画

実施計画

千葉市資産経営基本方針

千葉市公共施設等総合管理計画

行政改革推進指針

都市計画マスタープラン

立地適正化計画

財政健全化プラン

【関連する分野の方針・計画等】

・防災 ・文化

・スポーツ ・高齢者福祉

・障害福祉 ・こども

・環境 ・交通

・バリアフリー ・緑と水辺

・学校教育 ・生涯学習

など

千葉市公共施設等個別施設計画

公共建築物 インフラ施設

総合計画

連携

連

携

整
合

・個別の施設マネジメント計画

・公営企業の経営戦略

個別部門計画

整
合
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４ 対象施設 

 

本市が保有するすべての公共施設等（「公共建築物」・「インフラ施設」（土地含む））とします。 

 

    ■図表 対象施設の類型 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）公共建築物 

・本計画における「公共建築物」とは、建物を有する主要な施設（学校や市営住宅、公民館など）    

及び軽微な施設等になります。 

・建物を有する主要な施設とは、学校教育施設（小学校や中学校など）、市営住宅、公園・スポーツ・

レクリエーション施設（動物公園や体育館など）、環境・ごみ施設（清掃工場など）、行政施設

（庁舎など）、文化施設（コミュニティセンターなど）、社会教育施設（図書館や公民館など）、 

医療施設（病院など）、高齢・障害・社会福祉施設（いきいきプラザやハーモニープラザなど）、

児童福祉・子育て支援施設（保育所や子どもルームなど）、その他（商工産業施設（市場など）や

農業林業施設（農政センターなど））になります。 

・軽微な施設等とは、倉庫、消防団器具置き場などの軽微な施設や、学校跡施設などの休廃止施設に

なります。 

 

 

（２）インフラ施設 

・本計画における「インフラ施設」とは、主に社会基盤を形成する施設とし、道路施設、モノレール

施設、河川施設、砂防施設、公園施設、農業集落排水施設、上水道施設、下水道施設、その他及び

軽微な施設等になります。 

  

公共施設等

公共建築物
・建物を有する主要な施設
・軽微な施設等

インフラ施設

・道路施設
・モノレール施設
・河川施設
・砂防施設
・公園施設
・農業集落排水施設
・上水道施設
・下水道施設
・軽微な施設等
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第２章 公共施設を取り巻く現状及び課題 

 

長期的な視点から、本市や公共施設等を取り巻く現状及び将来にわたる見通し・課題を示します。 

 

１ 本市の現状及び課題 

 

（１）人口 

・本市の人口は、戦後の工業化や大規模住宅団地の造成、周辺町村との合併や臨海部の埋立てなどに

伴い、昭和４０年代を中心に急増し、その後も緩やかな増加が続いています。 

・しかしながら、今後、本市の総人口は、減少に転じる見通しです。また、年少人口（１５歳未満）

や生産年齢人口（１５～６４歳）は、減少を続ける見通しですが、高齢者（６５歳以上）の人口及

び高齢化率は増加を続ける見通しです。 

 

■図表 年齢３区分人口及び高齢化率の見通し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：千葉市まち・ひと・しごと創生 人口ビジョン・総合戦略 ２０１８改訂版（平成３０年１２月）（平成３０年３月推計）    

 

■図表 行政区別人口の見通し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：千葉市まち・ひと・しごと創生 人口ビジョン・総合戦略 ２０１８改訂版（平成３０年１２月）（平成３０年３月推計）   
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・平成２７（２０１５）年と令和２２（２０４０）年の人口分布を見ると、総人口は、郊外部で    

減少する見通しです。 

・高齢者人口は、市全域において増加傾向にあり、地域によっては２０１５年より２倍以上増加す

る見通しです。 

 

■図表 人口増減数（平成２７（２０１５）年から令和２２（２０４０）年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：千葉市立地適正化計画（平成３１年３月） 

 

■図表 人口密度（平成２７（２０１５）年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：千葉市立地適正化計画（平成３１年３月） 
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■図表 人口密度（令和２２（２０４０）年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：千葉市立地適正化計画（平成３１年３月） 

 

・これらの状況から、公共施設等に対するニーズの規模や内容などが変化するとともに、中長期的に

は、ニーズそのものの減少が見込まれます。 

 

・このため、今後、公共施設等に対するニーズの変化へ柔軟に対応するため施設利用の効率性を高め

ていくことや、ニーズそのものの減少に伴い余剰となる公共施設等を処分することなどを検討する

必要があります。  
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（２）集約型都市構造への転換 

・本市の都市構造は、戦後の高度経済成長や自動車交通の発達などを背景として、急速な人口増加や

産業基盤を支えるため、臨海部の埋立てによる市域拡大や海岸部・内陸部の住宅地開発などを進め

た結果、拡散的に市街地が形成されています。 

 

・このため、今後の人口減少社会においては、拡散的な市街地のままでは、暮らしやすさが低下する

恐れがあるほか、公共施設や道路や下水道等の生活インフラにおける人口一人当たりの維持・更新

に係るコストが行財政の負担となり、健全な都市運営に影響を及ぼす場合もあるなど、量・質とも

に、将来的な市民サービスの維持が難しくなることが懸念されます。 

 

・「千葉市新基本計画」（平成２４年３月）では、人口減少社会において市民の快適な生活と持続的な

都市経営との両立を図るため、長期的な方向性として、市民生活に必要な諸機能を徒歩圏域内に集

約するなどの集約型都市構造への転換を基本としています。 

 

[集約型都市構造の基本的なイメージ] （「千葉市新基本計画」より） 

・本市の都市構造の現状を踏まえた「集約型都市構造」とは、ひとつの都心部に都市機能が集中する、

一極集中型のまちではありません。 

・住宅や商業・業務などの機能が集積し、公共施設のアクセスが充実した複数の「機能を集約する拠

点」が、適切な機能分担のもとに連携する多心型の都市構造の中で、都市機能が効率的にまとまり、

公共交通で結ばれた状態を基本的なイメージとしています。 

 

・これまで、都市生活に必要不可欠な都市施設の整備を進めてきましたが、人口減少・少子高齢社会

の到来という社会構造の大きな転換期にあっても、市民の安全・安心で快適な暮らしと効率的な都

市運営を両立する、持続可能なまちの実現のため、今後は、集約型都市構造への転換を見据えなが

ら、公共施設等の整備等を検討していくことが必要になります。 

 

・なお、公共施設の立地については、「千葉市立地適正化計画」（平成３１年３月）等に掲げられた

方針と連携します。 

 

 ■図表 立地適正化計画の作成の手引き（平成３０年４月、国土交通省） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：立地適正化計画の作成の手引き（平成３０年４月、国土交通省）  
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（３）財政状況 

・平成４年の政令指定都市移行にあわせ、道路や下水道などのインフラ施設や公共施設の整備を積

極的に推進しました。その結果、借金である市債の残高が急増するとともに、貯金である基金の

残高が枯渇するなど、本市財政の硬直化が進み、財政状況が厳しくなりました。 

 

・この状況を踏まえ、平成１８年度に財政健全化に向けた取り組みを開始しましたが、市債の返済

がピークを迎える中、平成２０年のリーマン・ショックによる景気の急激な悪化により、市税収

入が大幅に減少し、収支状況が一層厳しくなりました。加えて、１年間の収入に占める借金返済

の割合を示す指標である「実質公債費比率」が、国から「早期健全化団体」に指定される水準

（２５％）を超える可能性が出るなど、市の財政は危機的な状況に直面しました。 

 

・このような背景から、平成２１年１０月に「脱・財政危機」宣言を発出し、「中期経営ビジョン」

として「財政健全化プラン」を策定し、さまざまな財政健全化の取り組みを推進してきました。 

 

・その結果、「実質公債費比率」は、「早期健全化団体」への転落の可能性がなくなるとともに、 

１年間の収入に対する借金残高の割合を示す「将来負担比率」が、政令市ワーストを脱却しまし

た。また、プランに定めた主な目標も達成する見込みとなるなど、平成２１年１０月当時と比較

して、着実に本市の財政は改善し、危機的な状況を脱したことから、平成２９年９月に「脱・財

政危機」宣言を解除しました。 

 

・しかし、高齢者数の増加や雇用情勢の悪化に伴い、高齢者福祉や生活保護などに支出される扶助

費は増加傾向にあり、今後も引き続き増加していく見通しです。 

 

・さらに、生産年齢人口（１５～６４歳）の減少に加え、経済情勢も不透明な状況であることか

ら、税制が大きく変わるなどの変化がない限り、将来的にも税収の大きな伸びを期待することは

難しい状況です。 

 

・このように危機的な状況は脱したものの、まだまだ厳しい財政状況であることには変わりありま

せん。そのため、将来にわたり持続可能な財政構造の確立を目指すために、公共施設等の総量や

事業コストの縮減などに取り組むことが必要になります。 

 

■図表 健全化判断比率の状況（平成３０年度決算） 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：千葉市  

 

 

 

 

 

健全化判断比率とは？ 

地方公共団体の財政の健全度を示す「実質公債費比率」「将来負担比率」「連結実質赤字比率」「実質
赤字比率」の４指標のこと。財政健全化法に定められている指標で、４指標とも数値が高いほど財政
状況は悪いとされています。 

（％）

区　　分 千葉市 政令市中順位 他政令市平均 早期健全化基準 財政再生基準

実質公債費比率 13.8 ２０位／２０市 7.6 25.0 35.0

将来負担比率 145.5 １７位／２０市 89.5 400.0

連結実質赤字比率 ー ー ー 16.25 30.00

実質赤字比率 ー ー ー 11.25 20.00
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■図表 実質公債費比率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：千葉市  

 

■図表 将来負担比率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：千葉市  
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■図表 全会計市債残高の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：千葉市  

 

■図表 主要債務総額の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：千葉市  
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２ 公共施設等の現状及び課題 

 

（１）公共建築物 

・本市では、昭和４０年代から昭和５０年代にかけての人口急増や、平成４年の政令指定都市移行に

伴う市民に身近な行政や魅力ある区づくりを推進する過程で、小中学校や市営住宅、保育所や  

コミュニティセンターをはじめとする公共施設を継続的・積極的に整備してきました。 

・今後、老朽化に伴う大規模改修や機能更新（建替）に対応するための費用（維持更新費）が集中的

に発生し、財政負担が増大することが懸念されます。 

・このため、効率的な予算配分による維持更新費の縮減を図るとともに、施設の長寿命化や、ライフ

サイクルコストの最適化に向けた計画的な保全を推進することが必要です。 

 

■図表 建物を有する主要な施設の用途別所有床面積（平成３１年４月１日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・また、これらの公共建築物には、施策上の目的は異なるものの、利用の実態が類似している施設が

数多くあります。長期的には、総人口が減少していくことが見込まれる中、現状の公共建築物の量

を維持していくことについて、検討を進める必要があります。 

・このため、市民ニーズを把握・精査し、財政状況のバランスなどにも配慮しながら、機能の類似し

た施設がそれぞれ独立して施設を整備・運営することの必要性を検証し、必要に応じて類似機能の

統合を進めるなど、効果的・効率的な施設の整備・運営や利用に向けて、ソフト・ハード両面から

適切に対応していく必要があります。 

 

（２）インフラ施設 

・道路や下水道など都市基盤に必要不可欠なインフラについても、政令指定都市にふさわしい整備

を推進してきました。 

・今後、これらの施設も、老朽化対策や耐震化などの対応が必要となるほか、総人口の減少等に伴

う利用やニーズの変化が見込まれますが、現時点では既にネットワーク化された施設を面的に縮

減していくことは当面難しいと考えられることから、計画的な維持管理や機能更新による、効果

的・効率的な管理の取り組みを進めることが必要になります。 

・一方、歩道橋など一部のインフラについては、設置時からの周辺環境の変化や利用者の大幅な減

少などの状況があることから、改修時等において、施設そのものの必要性を検討する必要があり

ます。 
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・インフラの管理については、定期点検やパトロールなど、施設の状態の把握を行っていますが、今

後、老朽化が一層進む見通しであることから、施設の安全性や機能を適切に確保するため、これら

の取り組みを継続するとともに、着実に実施していく必要があります。 

 

・また、現在、法令等に基づき施設台帳を整備・保管していますが、施設によっては建設年度が古い

等の理由から、施設情報が不足しているものもあるため、ＩＣＴ等の活用などにより、情報の収集

及び蓄積を行うことが必要になります。 

 

・これらの蓄積した情報などを活用し、施設の的確な補修等を行うため、研修の実施など職員を育成

する取り組みも必要です。 
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（３）公共施設等の維持管理・更新等に係る中長期的な経費の見込み 

 

すべての公共施設等（公共建築物・インフラ施設）を対象に、令和２年度からの３０年間及び１０

年間における公共施設等の維持管理・修繕、改修、更新等にかかる経費の見込みについて、試算を行

いました。なお、試算条件は資料編に記載のとおりです。 

 

・維持管理・修繕 

施設、設備、構造物等の機能の維持のために必要となる点検・調査、補修、修繕などをいう。なお、

補修、修繕については、補修、修繕を行った後の効用が当初の効用を上回らないものをいう。 

例えば、法令に基づく法定点検や施設管理者の判断で自主的に行う点検、点検結果に基づく消耗  

部品の取替え等の軽微な作業、外壁コンクリートの亀裂の補修等を行うこと。 

・改修 

公共施設等を直すこと。改修を行った後の効用が当初の効用を上回るものをいう。例えば、耐震  

改修、長寿命化改修など。転用も含む。 

・更新等 

老朽化等に伴い機能が低下した施設等を取り替え、同程度の機能に再整備すること。除却も含む。 

 

 

【耐用年数経過時に単純更新した（自然体の）見込み（３０年間）】 

 

 ・すべての公共施設等を保有し続け、耐用年数経過時に単純更新すると仮定した（自然体の） 

  場合、令和２年度からの３０年間における公共施設等の維持管理・更新等に必要な経費は 

１年あたり約９５０億円となる見通しです。 

・これに対し、現在要している経費（過去５年間の投資実績額）を将来にわたって維持できると  

仮定した場合、１年あたり約５９５億円の額（投資可能額）が見込めますが、１年あたり    

約３５５億円の不足額（経費ギャップ）が生じます。 

 

■図表 耐用年数経過時に単純更新した（自然体の）見込み（３０年間） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・現状のままでは、将来にわたり公共施設等が提供するサービスや機能を維持することが困難に

なります。 

約1.6倍 
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・厳しい財政状況のもと、総人口の減少や少子超高齢化が進展することなどを踏まえ、施設総量

の縮減や事業コストの削減などによる取り組みが必要です。また、インフラ施設については、

現時点では面的に縮減していくことは当面難しいと考えられることから、施設の長寿命化など

によりコストの縮減や予算の平準化を図るなどの取り組みが必要です。 

 

・財政平準化を図りつつ市民の安全安心な生活を確保し、必要なサービスを将来にわたって 

持続的に提供していくため、今後３０年間における公共施設等の維持管理・更新等に係る 

経費について、経費ギャップ（必要額に対する投資可能額）の均衡を図る必要があります。 

 

 

 【耐用年数経過時に単純更新した（自然体の）見込み（１０年間）】 

 

  ・すべての公共施設等を保有し続け、耐用年数経過時に単純更新すると仮定した（自然体の） 

   場合、令和２年度からの１０年間における公共施設等の維持管理・更新等に必要な経費は

１年あたり約９７０億円となる見通しです。 

・これに対し、現在要している経費（過去５年間の投資実績額）を将来にわたって維持できる

と仮定した場合、１年あたり約５９５億円の額（投資可能額）が見込めますが、１年あたり    

約３７５億円の不足額（経費ギャップ）が生じます。 

 

■図表 耐用年数経過時に単純更新した（自然体の）見込み（１０年間） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

約1.6倍 
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第３章 計画目標 

 

第２章 公共施設を取り巻く現状と課題を踏まえ、計画目標を設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

■図表 参考 計画目標のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

今後１０年間における公共施設等の維持管理・更新等に係る経費について、 

経費ギャップ比（必要額に対する投資可能額の比）を約１．０倍～１．１倍に 

改善できるよう、必要な対策に着実に取り組みます。 

約1.6倍 

約1.0～1.1倍に改善 
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第４章 公共施設等の総合的かつ計画的な管理に関する基本的な考え方 

 

総人口の減少等に伴う社会情勢の変化や厳しい財政見通しなどを踏まえ、中長期的かつ総合的な視

点に立ち、公共施設等を計画的に維持管理するとともに、将来にわたり、市民に理解の得られるサー

ビス水準を確保していくため、公共施設等の総合的かつ計画的な管理に関する基本的な考え方を定め

ます。 

 

 

１ 公共建築物 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ○千葉市資産経営システムに基づく、資産経営の最適化の取り組みを進めます。 

・資産データ一元化 

・資産の総合評価 

・資産の総合評価結果に基づく利用調整や計画的保全の取り組み 

 

    ○見直しの基本方針（見直し３方針）に基づく取り組みを進めます。 

     ・施設利用の効率性向上 

・施設の再配置 

・施設総量の縮減 

 

     ○個別施設計画に基づく対策を着実に進めます。 

 

    （参考指標） 

対象 現在 １０年後の目安  

市営住宅 約 39.1万㎡ 約 35.5万㎡ （▲約 3.6万㎡） 

学校 約 120.5万㎡ 約 119.7万㎡ （▲約 0.8万㎡） 

その他 約 96.3万㎡ 約  87.3万㎡ （▲約 9.0万㎡） 

 

 

  

資産経営の最適化を図り、今後１０年間で約１３万㎡（約５％）の所有床面積 

縮減に取り組みます。 
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（１）千葉市資産経営システムの着実な運用 

・資産経営の最適化を図るため、平成２５年度より、資産データを一元化し活用するとともに、各

施設について「資産の総合評価」を行い、評価結果に基づく利用調整から施設の計画的保全まで

を総合的に担う仕組みとして、「千葉市資産経営システム」を構築・運用しています。 

 

 ■図表 千葉市資産経営システム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 資産データ一元化 

・公有財産台帳や固定資産台帳、保全情報システム（ＢＩＭＭＳ）といった既存の台帳・システ

ムにより管理されていた資産データを集約し、個別施設毎に関連づけして保管・管理を行う「資

産データベース」を稼働しています。 

・既存の台帳・システムでは管理していない個別施設毎の利用実績や運営コストについては、毎

年度実施している「資産データ調査」により収集し、資産データベースに格納しています。 

・また、資産データベースに集約化し、個別施設毎に整理した資産データは「資産の総合評価」

に活用するとともに、「資産カルテ」として施設ごとに利用状況や運営コストなどの現状を一

覧的に示すことで、資産の「見える化」を図り、市民へ的確な情報発信を行います。 

 

■図表 資産データ一元化のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

資産

データ

一元化

【見直しして利用】

・集約化

・複合化

・内部転用 など

【余剰資産】

・民間への貸付

・売却処分 など

利用

調整

計画的

保全

計画的保全対象

当面継続

継
続
利
用

見直し

資産の

総合評価
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■図表 資産カルテのイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【資産カルテ】 施設名称： 蘇我コミュニティセンター 作成年度： 平成30年度

施設番号：

１．施設概要

住居表示等： 千葉市中央区今井1丁目14番43号

代表地番　： 今井１丁目14-4

局　　　　： 中央区

所管部門 部　　　　： （中央区）地域振興課

課　　　　：

大分類　　： 文化施設

施設用途 中分類　　： 集会施設

小分類　　： コミュニティセンター

運営及びその他 運営形態　： 指定管理 有 未利用地等： 有

土地全体 筆数　　： 6筆 面積計　： ㎡ 所有形態： 所有

用途地域 一住居 指定建ぺい率： 60 % 指定容積率： 200 %

棟数　　： 2棟 延面積計： ㎡ 所有形態： 所有

耐震基準： 新耐震基準 耐震化　：

用途　　： 会館 構造　　： 鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 階層　　： ５階建

建築時期： 築 耐用年数： 47年 経過年数： 27年

駐車場 合計　　： 72 台 内訳　　： （有料） 0 台 （無料） 72 台

２．利用実績

単位

人

年間増減率 ％

％

年間増減率 ％

３．利用者負担額収入

４．経費内訳

修繕費

光熱水費

維持管理費

人件費※2

運営費合計

使用料・賃借料

減価償却費

公有財産購入費等

工事費

総経費

※1　指定管理委託料及び運営管理委託料を指す。 ※2　直営でない施設においては、指定管理者等の監督、調整に従事する市職員の人件費を含む。

５．単位当たりデータ比較

利用あたり運営費 円/人 円/人 円/人 円/人 円/人

利用あたり総経費 円/人 円/人 円/人 円/人 円/人

利用あたり利用料金等 円/人 円/人 円/人 円/人 円/人

利用料金等/(運営費+利用料金等) ％ ％ ％ ％ ％

建物1㎡あたり運営費 円/㎡ 円/㎡ 円/㎡ 円/㎡ 円/㎡

建物1㎡あたり総経費 円/㎡ 円/㎡ 円/㎡ 円/㎡ 円/㎡

６．簿価に関する情報 基準年度： 平成30年度 memo

建物再調達価額 千円 千円/㎡

①建物簿価 千円 千円/㎡

②土地簿価 千円 千円/㎡

千円

７．資産の総合評価結果

2838

0

0

2,038

0

2,214

0

総額

千円

63,312

118,951

-10.7 

16.3

29年度

74,131

10,133.27

114.1

0

28年度

321

16,224

82,907

0

81,789

18

7,801

321

22,809

22,132

0

29年度

0

-

27年度

1,059

365

41,206

H03.03.14

30,749

小分類施設3年度平均

406

581

対象施設3年度平均

26,431

423

775

小分類施設3年度平均

63

14

68

14

18,221 16,796

対象施設3年度平均

所在

建物

運営費

-

65

691

7,632

1,419

0

52,158

23

81,789

46,826

その他経費

-

総額

千円

利用料金等

総額

千円

総額

千円

965

27年度

複合施設：

5,523.96

28年度

建物全体

-10.4 

小分類施設

3年度平均

28年度

小分類施設

3年度平均

小分類施設

3年度平均
29年度

-

19,554 8,764

総額

千円

43.265.055.962.4

総額

千円

254,624 227,441 128,140

項目

4,680

総額

千円

データ件名

主たる建物

指定管理料等※1

27年度

項目

72,780

7,635

27年度

327

54,235

4,855

571

29年度

総額

千円

28年度

施設述べ利用者数

施設稼働率

土地

365

―

129

15,009

総額

項目

49,536

2,361,199

19

21,393

125,911

利用データ件名：施設述べ利用者数

29年度28年度

14,747

1,309,087

82,907

0

0

0 0

項目

資本的経費

24,908

27年度

17

物件費

39

7

86

評価実施年度 評価結果 方向性

H25 - 別途検討

平成28年度に隣接する旧蘇我勤労市民プラザ建物に移転。

利用・収支データ等は旧施設時のもの。

平成27年度の維持管理費及びその他経費並びに工事費の主なも

のは、旧蘇我勤労市民プラザのコミュニティセンター化にかか

るもの。

1階に駅前連絡所、及び労働相談所が併設されている。土地面

積のうち管理面積は7647.70㎡。建物面積は駅前連絡所を除

く。稼働率は貸室系。

③簿価合計(①+②)

単価

2,423,573

1,114,486

427

202

15,009

0

94

0

64

532

0 114

99,290

14,747

0

100,000

200,000

300,000

27年度 28年度 29年度

人 施設述べ利用者数

0

20,000

40,000

27年度 28年度 29年度

千円 利用者負担額収入

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

27年度 28年度 29年度

千円 運営費

0

50,000

100,000

150,000

27年度 28年度 29年度

千円 総経費
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イ 資産の総合評価 

・市民利用施設を中心に資産の総合評価を行い、各施設の状況を定量・定性の両面から総合的

かつ多角的に評価することで、施設を継続して利用すべきか、または施設の見直しの必要性

や見直しの方向性を示します。 

・建物性能・利用度・運営コストの評価指標を用いて定量的な比較分析を行う「データ評価」

と、データ評価結果の考察や内部価値・市場価値の要素を加えた総合的・多角的な定性評価

を行う「総合評価」の２段階により評価します。 

・評価結果を公表するとともに、評価結果に基づく取り組みを進めます。また、評価結果には

直結しませんが、分析・検討を行う中で見えた、施設利用の効率性向上のために検討すべき

主にソフト面の課題を示し、効率性向上を図ります。 

 

■図表 資産の総合評価 イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■図表 評価要素のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．データ

評価

２．総合

評価

【見直しして利用】

・集約化

・複合化

・内部転用 など

【余剰資産】

・民間への貸付

・売却処分 など

利用

調整
計画的

保全

計画的保全対象

当面継続

継
続
利
用

見直し
課題なし

課
題
あ
り

３．資産の総合評価

結果の活用

要素 検討する視点 使用するデータの例

建物性能
継続的な使用に耐えうる建物の総合的な
性能・品質を有しているか

築年度、耐震性能、ＣＯ2排出量など

利用度 サービスの需要と供給のバランスは適切か 利用者等の数、供給能力、稼動状況など

運営コスト 運営にかかる財政的な負担はどの程度か 利用料金、維持管理費、光熱水費など

内部価値 市が担うべき公共性の高いものか
設置の義務性、サービスの市場性、
運営主体の多様性など

市場価値 不動産としての市場価値はどの程度か 価格、施設規模、立地条件など
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■図表 総合評価結果区分 

 

 

 

 

 

 

 

 

■図表 評価結果の活用 

 

 

 

 

 

 

 

 

■図表 資産の総合評価 結果（平成２５年度～平成２９年度）（１巡目） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

※小中学校、市営住宅、清掃工場等、自転車駐車場は、資産の総合評価は実施せず、「千葉市学校   

適正配置実施方針」など、個別のアプローチで取り組みます。 

※平成３０年度以降は、平成２５年度以降に新設された施設を対象に、資産の総合評価を行います。 

 

・資産の総合評価２巡目では、これまでの仕組みは維持しながら、取り組みが加速できるように毎

年度行う「モニタリング評価」と、その次年度に行う「総合評価」の２段階により評価します。 

・「モニタリング評価」では、利用度・運営コストの評価指標を用いて定量的な比較分析を行う

「データ評価」と、データ評価結果の検証や、資産の総合評価１巡目の評価結果を踏まえた

検証と経過観察により、次年度に行う「総合評価」の対象施設を抽出します。 

・「総合評価」では、モニタリング評価結果の考察や内部価値・市場価値の要素を加えた総合

的・多角的な定性評価を行います。 

対象 評価結果 方向性

集約化、複合化、民間施設の活用、

類似機能の統合、実施主体の変更、PPPの推進、

サービス提供方法の変更、貸付・売却等、その他

現時点では利用を継続するものの、
将来的には見直しを検討すべき施設

継続利用 当面継続 

周辺施設の状況、利用状況、規模、
立地等から将来に亘り利用すべき施設

継続利用 継続（計画的保全対象） 

次年度に見直しに着手する施設 見直し

対象施設 取り組み

見直しの方向性に基づく具体的な利用方針を決定。

(利用調整）

利用状況等に留意しながら施設を継続。

今後、大規模改修や建替え等の段階で見直しを検討。

利用を継続。重要性、緊急性から保全の優先度を判断。

計画的な保全に努める。

見直しとなった施設 

継続利用（計画的保全対象）となった施設 

継続利用（当面継続）となった施設 

当面継続
継続（計画的
保全対象）

継続（計画的
保全対象）

・コミュニティ系施設

　（コミュニティセンター、公民館等）

・文化系施設（ホール）

・公園・スポーツ・レクリエーション施設

　（スポーツ）

・文化系施設（博物館等）

・公園・スポーツ・レクリエーション施設

　（スポーツ以外）

・社会教育施設（図書館）

・その他（市民活動施設等）

・福祉系施設（児童・子育て）

・産業・農業系施設

・行政施設（庁舎・区役所等）

・福祉系施設（高齢・障害等）

・医療系施設

・学校教育施設（小中学校除く）

・行政施設（出先機関等）

・その他（斎場等）

325 202 19 125 58 52 71

その他個別に
取り組みが
進められて
いるもの等

データ評価で
課題なし

総合評価未実施

31 0

合計

3

2

2

59

5

総合評価結果

2 6

32 4 15 13 14

7 23

19 2 12 5 9

105

67

66 5 54

23 3 18

62 5 26

評価対象施設グループ評価年度

92

30

31

見直し

継続利用施設数
総合評価
実施数

平成25年度

平成26年度

平成27年度

平成28年度

平成29年度
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ウ 利用調整 

・資産の総合評価結果を踏まえ、資産の有効活用に向けて、統合（複合化・集約化等）、内部転用、

外部貸付や処分（売却等）など、具体的な活用方針の検討・作成を行います。 

・利用調整の方法は、（２）公共建築物の見直しの推進において定めます。 

 

 

エ 計画的保全の取り組み 

  ・資産の総合評価で「継続利用」とした施設（当面継続施設及び計画的保全対象施設）や見直し

後も引き続き活用が見込まれる施設などについては、資産経営の基本的な考え方に基づき、計画

的保全の取り組みにより、施設の長寿命化とライフサイクルコストの最適化を図ります。 

 

   ・計画的保全として、従来のように、既に故障した部位・設備の修繕を行う事後保全だけでなく、   

施設の長寿命化のために、次のことを計画的かつ適切に行います。 

 

 

 

 

これにより、故障や停止、事故や二次被害を未然に防ぐことができ、また、道連れ工事の実施や施

設利用者への影響の低減のための改修工事の集約化（大規模改修）により、コストの発生や利用者

へのサービスの低下を最小限に抑えることができます。 

 

■図表 計画的保全による施設の長寿命化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・他部位等への影響を考慮して、劣化の有無、兆候・状態の事前把握や要因の検討を行うこと

により、予防保全的な改修を行う。 

・必要に応じ、保全を行う時期を調整することで工事集約的な大規模改修を行う。 

＋ 建物の機能･性能

社会的要求水準

0 経過時間
初期の水準

大規模改修 補修 大規模改修 修繕
補修 許容限界水準

－

建物本来の耐用年数

計画的保全

解体！

＋ 建物の機能･性能

社会的要求水準

0 経過時間
初期の水準

補修

許容限界水準

－

建物本来の耐用年数

修繕

今までの建替サイクル

解体！
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■図表 計画的保全によるライフサイクルコスト縮減 

適切な維持保全や大規模改修を実施し、建物を６０年まで長寿命化することにより、建物建設

費用（設計委託費･工事監理委託費を除く）の比較で、３０年で建替えを行うよりも、約４５％の

ライフサイクルコスト縮減効果が見込まれます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（「建築物のライフサイクルコスト」国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 を基にシミュレーション） 

 

 ・施設を安全で良好な状態に維持するためには、点検・保守・運転監視・清掃・保安・修繕とい

った「維持保全業務」を適時適切に行う必要があります。特に、施設の状態を日頃より把握し

ておくことが有効なため、法令で定められている法定点検のほか、施設管理者が日常的・自主

的に点検を行い、不具合が生じている部分の把握に努めます。また、点検履歴や点検結果を一

元的に記録・管理するとともに、不具合等が発生している場合は修繕等により状態不全を解消

します。このように維持保全業務を適切に実施することで、より効率的で効果的な長寿命化を

行うことが可能となります。 

 

■図表 維持保全業務のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・施設の計画的な保全にあたっては、法令等に基づく定期点検や日常点検に加え、改修を行う前

に劣化状況等を詳細に調査するなど、施設の状態を的確に把握します。 

 

・「第２次千葉市耐震改修促進計画」に基づき、計画的保全対象施設について、設備機器を含めた

非構造部材の耐震対策を推進します。また、地震等に伴う脱落への対策として、特定天井（高

さ６ｍ超にある面積２００㎡超えの吊天井）を有する市有建築物については、天井の脱落対策

を実施し、施設利用者の安全を確保します。 
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評価結果 施設分類 保全事業メニュー
ロードマップ

対象

保全事業

評価対象

① 総合評価等にて集約化･複合化の受け皿と決定した施設

データ評価にて継続利用（課題なし）となった施設

総合評価にて継続（計画的保全対象）となった施設

③ 総合評価にて当面継続となった施設 当面継続
修繕･改修［ルートB］
（大規模改修なし）

－ ○

④
総合評価にて見直しとなった施設

（集約化･複合化の受け皿となった施設を除く）
見直し施設 対象外 － －

計画的保全

対象施設

大規模改修［ルートA］
または

修繕･改修［ルートB］

○
②

○

・長寿命化の目標として法定耐用年数を超える「目標使用年数」を、築後６０年を基本として  

設定し、個別の建物構造、階高や既存劣化状況にもよりますが、躯体の状態が良い等の場合は、

６０年以上の使用を目指します。なお、各個別施設計画において、学校は８０年（一部の建物

については、コンクリートの圧縮強度や中性化の深さの状況に応じて、目標使用年数を７０年

または６０年と設定）、市営住宅は公営住宅法に基づき、木造３０年、準耐火構造４５年、耐火

構造７０年としています。 

 

・計画的保全の取り組みとしては、資産の総合評価による対象施設の選定から始まり、保全情報

システム（ＢＩＭＭＳ）を活用し、中長期保全計画に目標使用年数・残耐用年数、大規模改修

想定時期及び想定部位・設備等を追加した「計画的保全実施計画（ロードマップ）」を作成しま

す。各計画的保全対象施設における大規模改修の必要性や機能改善内容は、施設の状況により

異なるため、「保全事業評価」及び「建物劣化度調査」にて検討し、予防保全的な修繕や改修、

大規模改修などを行います。 

 

■図表 計画的保全の取り組み対象施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■保全事業予算の一元化 

全庁的かつ専門的視点による保

全業務の優先度決定に資するため、

平成２８年度当初予算編成より、市

有建築物（学校、市営住宅、インフ

ラ等を除く一般施設を対象）の保全

業務（小規模な修繕や特殊設備等を

除く）に関する予算を都市局建築部

に一括配当し、一元的に執行する取

組みを実施しています。これにより、

施設全体の公平な評価及び同種工事

の一括発注など予算の効率的かつ効

果的な執行に努めていきます。 

 

■保全事業評価の実施 

施設の改修や修繕といった保全事業（建物劣化度調査や設計を含む）を行う際は、予算査

定時に、保全事業の内容や実施時期の妥当性、要求金額等を検証・評価する「保全事業評価」

を行い、保全事業評価書を作成します。 

保全事業の優先順位は、資産の総合評価結果や改修部位・設備の重要性、劣化・故障の程

度などを数値化し、算定した「工事優先度Ｐ＊」により定めます。 
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二段階評価（優先度一時評価・優先度二次評価）により、優先順位を決定 

 

 

 

 

 

 

 

【優先度一次評価】 

大規模改修時における保全など、保全事業の効果が大きい順に、Ａ１～Ｂ２の 

グループに分け、その優先順位付けをします。 

 

 

 

 

 

 

【優先度二次評価】 

工事優先度Ｐ＊を用いて、グループ内の優先順位を決定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ※P*は、理論値として、建物の部位・機器における劣化や故障時の被害等の度合いに、劣化・ 

緊急度を乗じて得られた数値に、建物の残耐用年数などによる評価点を加算したもの。 

※P*が同値の場合は、ＦＣＩ値（建物の残存不具合率）が大きい施設を優先。 

（「官庁施設のストックマネジメント技術委員会報告書」より一部修正して利用） 

 

なお、資産の総合評価で「当面継続施設」となった施設については、基本的に大規模改修

による計画的保全は行わず、集約化や再配置の時期が計画されたものについて、残耐用年数

を考慮したうえで大規模改修の可否について判断するものとします。また、大規模改修以外

の改修や修繕（予防保全的なもの、事後保全的なもの）についても、工事優先度 P*を算出す

る際の加点 Q により、計画的保全対象施設に比べ、保全事業の優先度が低いものとして工事

優先度が判定されます。 

また、点検・診断等の結果、高度の危険性が認められた施設については、休廃止を検討す

るなど、利用者の安全性確保を図ります。 

優先度一次評価 優先度二次評価保全事業評価

計画的保全

対象施設

①大規模改修（ルートA)

②修繕･改修（ルートB）
工事優先度P*

FCI

優先度を

踏まえた

予算配分

【優先度一次評価】 【優先度二次評価】

施設分類 総合評価等の結果 保全事業メニュー グループ名 

計画的保全対象施設 

集約化･複合化の受け皿 大規模改修［ルート A］ A1 グループ 

継続利用 
大規模改修［ルート A］ A2 グループ 

修繕･改修［ルート B］ B1 グループ 

当面継続施設 当面継続利用 修繕･改修［ルート B］ B2 グループ 

 

優先度 

高 

 

低 
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■建物劣化度調査の実施 

「計画的保全実施計画（ロードマップ）」に基づく大規模改修の実施にあたっては、実施 

設計に先立ち、大規模改修の必要性、建物の劣化部位・設備、必要な道連れ工事（同時に行

うことが効果的な工事など）を把握し、その結果を反映した改修計画を策定する「建物劣化

度調査」を行います。 

 

■図表 計画的保全の取り組みフロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・今後も引き続き、「千葉市資産経営システム」を着実に運用し、資産の総合評価で示した評価

結果や方向性を踏まえつつ、個別施設毎の見直しや計画的保全といった具体的な取り組みを推

進していきます。 

 

  

課題なし

大規模改修の場合 修繕・改修の場合

　（ルートA） 　（ルートB）

予算化 予算化 次年度

予算化 予算化 次年度

予算化 次年度

大規模改修は
行わない

建物劣化度調査の必要性を精査 部位･設備から優先順位設定

大規模改修の効果確認 部位･設備から優先順位設定

課題あり等

計画的保全実施計画

（ロードマップ）の作成

建築部による

保全予算一括要望

計画的保全対象施設
（①・②）

データ評価

対症療法的保全

（事後保全）

対象外

保 全 事 業 評 価

総合評価

当面継続施設
（③）

見直し施設
（④）

建物劣化度調査 修繕 改修設計

資産の総合評価

対象施設
個別アプローチ施設

（小中学校･市営住宅･清掃工場等･自転車駐車場）

大規模改修実施設計 改修工事

大規模改修工事

資産カルテ作成施設

建築部による

保全予算一括要望

建築部による

保全予算一括要望

保 全 事 業 評 価

保 全 事 業 評 価

保 全 事 業 評 価

保 全 事 業 評 価
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（２）公共建築物の見直しの推進 

・将来にわたり、適切な市民サービスを持続的に提供するため、見直しの基本方針（見直し３方針）

などに基づく取り組みを着実に進めることを前提に、基本的な考え方を示します。 

 

・取り組みにあたっては、市民サービスへの影響に配慮しつつ、厳しい財政見通しのもと、維持 

更新費が本格的に増大する前に、スピード感をもって取り組むものとします。 

 

 

■図表 見直しの基本方針（見直し３方針） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

適切な市民サービスを

持続的に提供していくための

見直しの基本方針
（見直し３方針）

事業の見直しや類似する機能を有する

施設の統合など、ソフト・ハード両面

から、施設としての効率性の向上を図

ります。

施設利用の
効率性向上

集約型都市構造への転換を見据え、
施設総量の縮減と市民サービスの
維持・向上の両立を図るため、施設
の再配置を行います。

施設の再配置

総人口の減少や厳しい財政見通しなど

のもと、今後３０年間を見据えた長期

的な取り組みにより、公共建築物の

総量（総延床面積）を縮減します。

施設総量の縮減
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ア 施設利用の効率性向上 

 

    事業の見直しや類似する機能を有する施設の統合など、ソフト・ハード両面から、施設として

の効率性の向上を図ります。 

 

【考え方】 

 

・事業の必要性を所与とせず、人口動態などを踏まえた将来の市民ニーズの変化を的確に把握

するとともに、類似機能の統合や複合化などを通じて、施設の機能を整理し、施設利用の効

率性を向上します。 

・施設の複合化などの検討にあたっては、余剰施設やスペースの売却・貸付についても一体的

に検討します。 

・複合化等した施設について、管理の一元化や、更新時等におけるＰＦＩの導入などにより、

管理・運営の効率化やコストの縮減を促進します。 

・市が保有する施設の使用を前提としない、市民サービスの提供を検討します。 

 

 

 

■図表 施設利用の効率化イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

用途Ｄ

施設Ｄ

用途Ａ

施設Ａ

用途Ｃ

施設Ｃ

用途Ｂ

施設Ｂ

類似機能

余剰

施設Ａ

余剰

施設Ｂ

余剰

施設Ｄ

貸付・売却

用途B＋Ｃ

用途Ａ

施設Ｃ

○効率性の向上による

余剰スペースの解消

○共用部の集約や管理

主体の変更等による

運営の効率化 など

サービス提供方法の変更

（例 ＩＣＴの活用など）

類似機能

の統合

Ｂ＋Ｃ

市
民
ニ
ー
ズ
の
把
握
・
精
査
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イ 施設の再配置 

 

    集約型都市構造への転換を見据え、施設総量の縮減と市民サービスの維持・向上の両立を図る

ため、施設の再配置を行います。 

 

【考え方】 

 

・施設の再配置にあたり、再配置対象圏域（都心、生活機能拠点、中学校区）を設定します。 

・施策上の目的は異なるものの、利用実態が類似する施設（コミュニティセンターや公民館

などにおける団体への部屋貸しなど）について、類似機能の統合を踏まえた集約化等によ

り、施設の機能を適切に維持しながら、効果的・効率的な施設配置を検討します。 

・学校については、周辺の施設と複合化し、複数の施設を利用しやすくするとともに、利用

者同士の交流を創出するなどにより、地域コミュニティの中心として効果的・効率的な施

設配置を検討します。 

・県や近隣市など他の自治体の施設や民間施設について、配置状況などを適切に把握し、必要に

応じて連携を図るなど、再配置の検討にあたって適切に反映させます。 

 

（ア）再配置の手法 

・６つの再配置検討ツールを用います。 

① 集約化 

② 複合化 

③ 民間施設の活用 

④ 類似機能の統合 

⑤ 実施主体や管理運営主体の変更 

⑥ サービス提供方法の変更 

 

①集約化 

・同じ用途の施設が複数ある場合、より少ない数や規模に集約します。 

・施設の選定にあたっては、施設の稼働率などの利用状況に配慮します。 

・余剰となった施設は、貸付や売却を検討します。 

 

取り組みイメージ 

 

＜Ａ施設＞ 
・稼働に余裕がある 
・築後15年 

同じ用途の施設が複数ある 新しい施設へサービスや機能を集約 

＜Ｂ施設＞ 
・稼働率が低い 
・残耐用年数 5年 

→貸付・売却など 

Ａ施設へ集約 
→B施設の耐用年限を目途

に実施 

→必要に応じて、Ａ施設の

大規模改修（築後３０年

目を目安）のタイミング

と合わせた実施を検討 
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②複合化 

・施設の稼働状況や将来の需要を踏まえ、余裕のあるスペースに、用途が異なる施設を複合

化します。 

・複合化の検討にあたっては、諸室構成の見直し、共用部の共用化を図ります。 

・余剰となった施設は、貸付や売却を検討します。 

 

取り組みイメージ 

 

 

 

③民間施設の利用 

・施設の規模や設備、運営形態などを踏まえ、周辺の民間施設を活用します。 

・余剰となった施設は、貸付や売却を検討します。 

 

取り組みイメージ 

 

 

 

 

施設活用やサービスの継続に課題がある 空きスペースへ複合化 

＜Ａ施設＞ 
・稼働に余裕がある 
・築後15年 

＜Ｂ施設＞ 
・稼働率が低い 
・残耐用年限 5年 

→貸付・売却など 

Ａ施設へ複合化 
→B施設の耐用年限を 

目途に実施 
→諸室構成等の見直し、 

共用部の共用化などを

図る 

＜Ｂ施設＞ 
・残耐用年限 5年 

→貸付・売却など 

＜Ａ施設＞ 
・民間企業所有の 
 テナントビル Ａ施設へ移転 

→B施設の耐用年限

を目途に実施 

大規模改修や建替えを検討すべき施設がある 民間施設を借り上げる 
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④類似機能の統合 

・施設の設置目的は異なるものの、実態が似通っている複数の施設の機能を統合します。 

・余剰となった施設は、貸付や売却を検討します。 

 

取り組みイメージ 

 

 

 

⑤実施主体や管理運営主体の変更 

・施設規模や運営形態などを踏まえ、事業の実施主体や管理運営主体を民間などへ変更しま

す。 

 

取り組みイメージ 

 

 

⑥サービス提供方法の変更 

・事業そのものやサービスのあり方などを踏まえ、ＩＣＴ活用などにより、施設を前提とし

ないサービス提供へ変更します。 

 

取り組みイメージ 

 

→貸付・売却など 

＜Ａ施設＞ 
・稼働に余裕がある 
・築後15年 

＜Ｂ施設＞ 
・稼働に余裕がある 
・残耐用年限 5年 

Ａ施設を継続利用 

サークル活動の部屋貸しなど機能が同じ 事業を統合する 

・行政が主体となって 

いる事業 事業主体を変更 

・施設を前提とした 

サービスの提供 
サービスの提供 

方法を変更 
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・中でも、④類似機能の統合は、事業そのものの見直しを含み、集約化・複合化などハード面

の取り組みに影響を与えることから、個別施設の再配置に先立ち、事業としての統合・連携

について検討します。 

 

・施設の集約化や複合化、民間施設の活用などを行う場合には、立地条件や建物性能、収支バ

ランス（改修費用、余剰資産売却等による収入、ライフサイクルコストなど）等を踏まえて

検討します。 

 

・また、地域防災拠点（避難所、避難場所等）など付帯的な機能についても配慮しながら検討

します。 

 

・「千葉市行政改革推進指針」に基づく事務事業の見直しなどについては、再配置や縮減などの

検討に反映させるなど、適切に連携を図ります。 

 

・縮減実施のタイミングは、可能な限り早期が望ましいものの、圏域内で核となる施設の更新

時期などを踏まえ、個別に検討・設定します。 

 

・集約化や複合化した施設においては、施設管理の一元化など、効率的な管理運営方法を検討

します。 

 

（イ）再配置検討の対象とする施設の考え方 

     ・施設の老朽化対応の観点から、すでに耐用年限（法定耐用年数により設定）を超過してい

る施設、今後１０年間に耐用年限を迎える施設、実際の老朽化状況に応じて大規模改修が

必要な施設を中心に検討します。 

・対象施設の耐用年限や再配置先の状況を踏まえ、順次、市が「再配置（素案）」を作成し、

公表します。そして、市民・利用者からの意見聴取を行いながら、具体的な施設の組み合

わせや実施時期などを定める「再配置計画」を策定し、再配置の取り組みを進めます。 

・なお、本庁舎の整備など、施設の内容に応じてすでに施設のあり方が検討されている場合

や個別の整備方針に基づいた取り組みが進められている場合は、庁内や議会での議論、市

民からの意見聴取などを踏まえながら、取り組みを進めます。 

 

（ウ）再配置を実施するタイミング 

  ・再配置の実施時期は、施設の法定耐用年限を迎えるタイミングを基本とします。 

  ・ただし、複数の施設を組み合わせる場合などにおいては、その法定耐用年限を迎えるタイ

ミングは必ずしも一致しないことから、必要に応じて、再配置先となる施設で大規模改修

を行うタイミングと合わせた実施も検討します。 

 

■図表 複数の施設を組み合わせる場合（例：Ａ施設とＣ施設を複合化） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区分 施設名 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

対象施設 Ａ 施設 ○

Ｂ 施設 △

Ｃ 施設 △

Ｄ 施設 △

民間施設

○ …耐用年限 △ …大規模改修予定時期

周辺施設

―延命化→

複
合
化
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（エ）再配置のステップ及び検討方法 

ａ 再配置に伴う効果等の把握 

（ａ）施設利用への影響や効果の把握 

施設の再配置は、現状の立地を変更することや用途が異なる既存施設への複合化を含

むことから、想定される施設利用への影響や効果について把握し、再配置の検討に活用

します。 

・公共交通アクセスや接道条件、周辺環境などの地域特性を踏まえた、立地の変更によ

る市民サービスへの影響 

・複合化に伴う、施設内の用途のマッチングによる新たな利用者同士の交流など、副次

的な効果 

 

（ｂ）効果額の算定 

再配置に伴う施設整備・維持管理費用などについて、算出条件を設定し、その財政的

な効果額を算定し、再配置の検討に活用します。 

 

ｂ 再配置先の検討 

・再配置の検討にあたっては、対象施設を選定した後、その施設の利用状況、サービスの

提供状況などを踏まえ、再配置の可能性を検討します。 

・検討手順としては、まず、近隣に立地する施設への再配置の可能性を探るため、地域コ

ミュニティが形成され、市民生活に密着した最小のサービス提供の対象エリアと思わ

れる中学校区から検討をはじめます。 

・対象施設が、生活機能拠点（主要鉄道駅の周辺エリア）、都心（千葉都心・幕張新都心・

蘇我副都心の３都心）、行政区、全市などのサービス提供エリアを有している場合は、

より広域的な視点から検討します。 

・また、民間施設や県有施設の配置状況も踏まえ、再配置先を検討します。 

 

■図表 再配置先比較検討イメージ 

①対象施設の選定 

施設の耐用年限等を踏まえ、 

再配置検討の対象とする施設を 

選定します。 

 

 

 

 

 

 

 

②サービス提供の対象エリアを把握 

その施設の特性を踏まえ、 

   サービス提供の対象エリアを 

把握します。 

              （手順としては、中学校区から 

検討をはじめます。） 

 

 

 駅

Ａ施設

Ｂ施設

Ｃ施設
（民間施設）

Ａ施設

Ｂ施設

Ｃ施設
（民間施設）

駅

再配置検討の 
対象とする施設 

Ａ施設のサービス 
提供の対象エリア 
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③再配置先の検討 

再配置検討対象施設（Ａ施設）のサービス提供の対象エリア内にある施設（Ｂ、

Ｃ施設）の立地特性（交通アクセス、周辺人口の状況など）、利用状況などを踏まえ、

再配置先を検討します。 

  ①Ａ施設を「現地建替え」 

  ②  〃  「Ｂ施設へ再配置（集約化、複合化等）」 

  ③  〃  「Ｃ施設へ再配置（民間施設の活用）」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④再配置の実施 

施設利用への影響や財政的な効果を把握、比較検討した後、再配置先を決定し、 

集約化、複合化等を実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤余剰となった施設の検討 

再配置により余剰となった施設について、貸付や売却を検討、実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

余剰施設

Ａ・Ｂ施設

Ｃ施設
（民間施設）

駅

余剰施設

Ａ・Ｂ施設

Ｃ施設
（民間施設）

駅

Ａ施設

Ｂ施設

Ｃ施設
（民間施設）

駅

①現地建替え 

②Ｂ施設へ再配置 

③Ｃ施設へ 

再配置 

Ａ施設をＢ施設へ再配置 

した場合のイメージ 

貸付や売却 
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ｃ 利用者への意見聴取 

・市民利用施設の再配置は、施設利用者や地域への影響が大きいことから、市が作成した「再

配置（素案）」について、議会、地元説明を行った後、意見交換会等により市民意見聴取に努

めます。その意見聴取結果などを踏まえ、「再配置（案）」を作成し、改めてアンケートなど

の市民意見募集を行います。 

・「再配置（案）」を精査し、施設ごとの再配置計画としてとりまとめます。対象とする施設の

状況に応じて、地元説明を行います。 

 

■図表 再配置実施のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 ※対象施設の内容や利用状況に応じて、意見交換会、ワークショップ、市民意見募集、 

アンケート調査など、適切な意見聴取に努めます。 

 

（オ）再配置推進のステップ 

・本計画に基づき、対象となる施設の機能や利用状況、集約化や類似機能の統合などの再配

置検討ツール、資産の総合評価結果等を活用し、対象施設単位で順次「再配置（素案）」を

作成します。 

・そして、公共施設の再配置は、市民・利用者への影響が大きいことから、市民・利用者か

らのご意見をいただきながら、具体的な施設の組み合わせや実施時期などを定める「再配

置（案）」、「再配置計画」を策定し、再配置の取り組みを進めます。 

＜目安＞

6年目

以降

ステップ１

1年目

～

2年目

ステップ２

3年目 ステップ３

4年目

～

５年目

ステップ４

供用開始【再配置実施】

再配置計画

・市民意見募集を踏まえ、 再配置計画を策定します。

実施設計
・工事の実施に必要な詳細事項を定める段階の設計

工事

・その他（行政施設など）

庁内検討

・市民利用施設（再配置による市民・利用者

への影響が大きいもの）は 市民意見の

聴取に努めます。

意見交換会等

市民意見募集

意見を踏まえ、

再配置（案）を

市が作成

Ｄ ＢＣ 対象施設Ｂ 対象施設Ａ 再配置（素案）

※

※
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■図表 再配置推進のステップ（イメージ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ◇多様な公共建築物 

      公共建築物は、図書館・体育館・ホール等のように、施設用途ごとに固有の基本機能を 

持ち、基本機能の種類によって、多様な施設がありますが、施設用途による固定概念にと 

らわれず、時代とともに発生する新たな機能に留意し、施設に求める機能を整理します。 

      機能内容の視点では、市民活動施設－市民生活施設－生活基盤サービス施設（インフ 

ラ）に分けることができます。利用圏域の視点では、地域密着型施設（分散して小さな圏 

域）－中間的施設－中心的施設（全市域が圏域）に分類できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

再配置推進指針

再配置のステップ

及び検討方法

再配置検討の対象と

する施設と実施のタイ

ミング

・対象施設

・施設の状況

・周辺施設の状況

・施設利用への影響

・再配置に伴う効果等

・再配置の手法、内容

・スケジュール

再配置（素案）

意見

交換会等

その他（行政施設など）

市民利用施設（市民・利用

者への影響が大きいもの）

庁内検討

・対象施設

・施設の状況

・周辺施設の状況

・施設利用への影響

・再配置に伴う効果等

・再配置の手法、内容

・施設の整備内容

・整備費用概算

・スケジュール

再配置（案）
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○機能内容の視点から 

・市民活動施設 － 学習、交流、文化、芸術などの活動を行う施設  

公民館、図書館、市民会館、スポーツセンター、生涯学習センターなどで、市民 

が直接利用する施設です。  

・市民生活施設 － 市民生活に直接関わる施設  

学校、病院、市営住宅、福祉施設などで、日常の生活の一部として、市民が直接 

利用する施設です。  

・市民生活施設 － 市民生活を支える施設  

市役所、区役所、消防局などで、市民生活を支え、市民が直接訪れることがある 

施設です。  

・生活基盤サービス施設 －市民生活を維持するために必要な都市のインフラ的基盤施設  

清掃工場や浄化センターなどで、市民の直接利用は少ないが、必要機能が満たさ 

れていないと市民生活の維持に支障をきたす施設です。 

 

○利用者圏域の視点から 

・地域密着型施設  

利用圏域が小さく地域に分散配置され、地域生活に直接関わる施設で、公民館、 

小中学校、デイサービスセンター、保育所などがあります。  

・中間的施設  

利用圏域が地域密着型施設と中心的施設の中間的施設で、区役所、地区図書館、 

地区コミュニティセンターなどがあります。  

・中心的施設  

利用圏域が市全域に１つだけの施設と、複数ある中心的施設で、市役所、中央 

図書館、美術館、動物公園、市立病院、清掃工場などがあります。 

 

      公共建築物は、このように様々な種別があります。生活基盤サービス施設は、市民生活

を維持するための必要機能の確保が絶対条件となるなど、施設ごとに整備するレベルが異

なります。施設によっては、グレードよりも規模を重視する場合もあれば、機能を第一に

優先する施設もあります。また、長寿命化の度合いも施設種別によって異なります。  

再配置にあたっては、公共建築全体を視野に入れたうえで、施設種別によって、重視 

する内容にバランスのとれた検討及び計画を行います。 

 

また、利用者ニーズの多様化により、単一機能だ

けでなく、多様な機能を包含する施設が多くなって

きています。利用目的は、多岐にわたるため、各々

の利用目的を想定しながら、全体から各ゾーン・各

室までの機能の設定を行います。 

公共建築の各室は、単一機能で計画するより                  

も、多目的に利用できる方が利用効率は高くなりま

す。基本機能を維持しながら、利用頻度を考慮し

て、多面有効利用を図ります。  

近年は、広場や玄関ロビー、アトリウムなどを設け

た多目的利用例が増えています。これらの空間は、情

報コーナーやイベント会場としての機能を付加する

ことで、にぎわい性や利用者の楽しめる機能がより

高まります。市の中心的施設や市民活動施設では、こ

のような人が集まる機能を計画します。 
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◇複合化 

○メリット 

      ・土地の有効利用 

中心市街地の高価な土地の有効利用は、財政状況からも当然の取り組みです。また、 

利用圏域のなかで、利用者が使いやすい立地にある公共用地は限られており、利便性 

のよい土地には、市民が直接利用する施設を集積し複合化を図ります。  

・施設の運用・管理の効率化  

複合化によって、施設設備の共用化による省エネルギー化、管理運営人員の縮減、 

及び共有スペースの効率化を図ることができ、また、昼と夜、平日と休日など、サー 

ビス時間の異なる施設を組み合わせると、時間的にも有効利用が図れます。  

・多様な機能の集積効果  

機能の異なる施設の複合は、様々な相乗効果を生み出します。その一つは、複数の 

施設に同時に立ち寄れることによる利便性の向上と利用機会の拡大です。また、施設 

の集積は、二次機能の併設を容易にし、その結果として、利用者の拡大が図れます。 

 

     ○組み合わせ  

施設の複合化に際しては、相乗効果が期待できる組み合わせや、施設機能相互の相 

性をよく考えます。施設の設置目的、利用者、利用方法、施設の物的内容などを検証

し、各施設機能に支障が生じないように計画します。親和性の高い施設の複合化に際 

しても、施設間の共通機能と占有機能を見い出し、室単位での複合化条件を十分に検 

討します。 
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○留意事項 

  複合化にあたっては、下記の留意事項を十分検討して、効果の高い計画を行います。 

      ・施設機能相互の相性や親和性について、複合化によるマイナスが生じないかの検討。  

・施設間の共通機能と専用機能を整理し、機能の重複がない計画。  

物理的に集合させた合築から、複合施設としての多機能化・高機能化の検討。  

・設備は単純に集約させるのではなく、利用時間帯を考慮した設備運転システム等の 

計画。  

・運用・管理の効率化の実効をあげるために、個別管理方式でなく、施設相互の弾力 

的な総合運用・管理の検討。  

・二次機能の併設と生活補助機能ニーズの検討。にぎわいや楽しさの演出を行い、各施設 

利用者間の交流を図り、地域社会の核（市民生活拠点）となるような計画。  

・民間商業施設との複合化など、既成概念にとらわれない幅広い複合化の検討。  

・複合化の核となる広場やアトリウムなどは、人々の交流の場として活気のある空間を 

計画。 

 

○敷地と建物の組み合わせ 

 ・同一敷地の同一建物内に異なる機能施設を、一体的かつ複合的に計画する組み合わ

せ。建物内の専用機能の配置を、水平分離、垂直分離、混合型等から適した形態で計

画。  

・建物は個々が独立しているが、相互関連や敷地の共同利用を図り、同一敷地内に計画 

する組み合わせ。  

・敷地が隣接する個々の施設を、相互利用や活動の協力を行い、外部空間等により連携 

する組み合わせ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ・民間施設との複合化の事例も増えています。 

      ・総合的に計画した上で、建設時期をずらして整備することもあります。 

 

◇ライフサイクルコスト（ＬＣＣ） 

     建築物では、計画・設計段階から工事段階、運営・管理段階及び処分段階までに要する 

    コストの総計を示します。ライフサイクルコストの縮減は、建物の生涯にわたる骨格が 

    固まる段階、つまり計画・設計の段階において、総合的視点で多面的評価を行うことが 

重要です。 

・建設費が多少高くても、年々の維持管理経費を抑えるような検討を行い、建設費と運用 

管理費を含む全体コストの低減を図ります。 

     ・ライフサイクルコストの大きな割合を占める光熱水費の低減には、自然採光・自然通風 

      による自然エネルギーの有効活用など、地域特性に合った建築的な工夫が必要です。また、

高効率照明器具や高効率空調システムなどエネルギーの効率的利用を図る設備的な工夫

を行い、省エネルギーを図ります。 
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  ・保守点検費、衛生清掃費などの施設管理費もライフサイクルコストの大きな割合を占めて

います。汚れにくい仕上げ材料を採用することにより日常の清掃業務の縮減ができます。

メンテナンス動線、メンテナンススペースの確保など、保全性に優れた計画が大切です。 

また、維持管理費の少ない設備システムや機器の選定についても充分な検討を行うなど、

維持管理の合理化を図ります。 

     ・建設コストの低減は、工事自体のコスト以外に、工事の時間的コストの低減や社会的コ

ストの低減、工事の効率性向上による低減など総合的な視点から検討します。  

本市では、「千葉市公共事業コスト構造改善プログラム」（平成２２年３月策定）に基づ 

いて建築コスト縮減に取り組んでいます。 

      ※建設コスト低減への取り組み 

必要な機能に対して、計画・設計内容が適正な仕様・性能を設定しているか検証します。

縮減対象としては、ＶＥ手法に基づく計画・設計の見直し、工事発注の効率化、工事構成 

要素のコスト低減、工事実施段階での合理化、規制改革等のための具体的施策を継続・充 

実して実施することなどにより、建設コストの低減を目指しています。 

 

◇転用・可変性 

現在、経済性だけでなく建設、廃棄時に生じる環境負荷の観点からも、既存建物を有 

効に利用する「ストック活用」が課題になっています。  

新築建物の計画・設計にあたっては、将来的な転用・可変性を視野に入れた検討が必 

要であり、既存施設の活用についても可能性を最大限に引き出す積極的な検討が必要で

す。 

○転用・可変性を考慮した設計手法 

計画・設計段階において、施設をどのような目的で建設し、将来における執務内容の変

更や機能変化等にどの程度の対応が必要か、などを視野に入れて取り組みます。  

転用・可変性を向上させるためには、構造体などの建物の骨格（スケルトン）と間仕切

りや内装、設備など寿命の短い内部の仕様（インフィル）、中間的寿命の外装（グラディ

ング）を分離して考えます。  

さらに、将来の減増築可能な配置計画や、外壁のユニット化等による可変性も考慮しま

す。 

 

・構造体（スケルトン）のゆとり  

用途変更や高機能化を予測し、階高や床

面積にゆとりを確保し、余裕のある床荷 

重を設定します。  

 

・内部仕様（インフィル）のフレキシブル化  

内部の間仕切りは、コンクリート壁では 

なく軽量鉄骨などによる乾式工法化や、 

プレハブ化、ユニット化により可変性を 

確保します。  

また、建築設備についても将来的な用途 

変更や、高機能化を考慮し、機械室等の 

スペースの増大分を確保しておきます。 

このスペースのゆとりは、機器更新時や 

日常の維持管理にも役立ちます。 
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     ○既存施設の有効活用手法 

       既存施設の有効活用は、限られた財源の効果的活用と、貴重な財産の有効利用の観点

からも検討しなくてはならない課題です。また、文化の創造の一端を担う建築物を、将

来に継承する手段としても有効です。  

施設の有効活用を効率的に行うには、所有施設すべての利用実態調査から始め、いつ 

の時期に、どのような施設が転用・活用が可能かを検討しておく必要があります。また、

有効活用の方針を検討する過程では、関係部局が一体となって取り組むことが既存施設 

の可能性を最大限に引き出すことにつながります。 

 

・構造体の確認  

既存施設の構造体が、新しい機能や用途に対応しているか検証します。構造的に 

補強が必要な場合には、既存建物の文化性や意匠性を充分に考慮します。既存の建 

物自体の補強がむずかしい場合には免震層を導入し地震力を減少させる工法もあり 

ます。その施設の状況に合った選択を行います。  

・建築設備の確認  

建築設備についても、新しい機能や用途に対応しているか検証します。改修が必 

要な場合は、将来の更新や維持管理に留意して計画します。  

・間仕切り、外装の設置  

新たに間仕切りを計画する場合には、構造体に影響が少なく、可変性がある乾式 

工法を採用します。また、外装を新たに設置する場合には、既存建物の構造体の影 

響について検証する必要があります。断熱効果がある外壁を採用することにより、 

建物のエネルギー効率を上げることも可能です。 
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ウ 施設総量の縮減 

 

総人口の減少や厳しい財政見通しなどのもと、今後３０年間を見据えた長期的な取り組みに

より、公共建築物の総量（総延床面積）を縮減します。 

 

【考え方】 

 

・施設の新規整備（新設などの量的拡大を伴うもの）については、原則として行わないことと

します。 

・開発に伴う小中学校の整備など、やむを得ない場合については、面積拡大分の代替施設の縮

減や効率性向上などにより、総量への影響を極力抑制します。 

・施設の更新（建替えなどの量的拡大を伴わないもの）が必要な場合は、①床面積の縮減、②

同一用途の複数施設をより少ない施設規模や施設数に集約（集約化）、③複数の用途の異な

る施設を複合的に配置する（複合化）など、施設の効率性向上のための方策を検討します。 

・大規模改修や建替えが必要となる施設については、周辺施設の活用可能性などを十分に検討

したうえで、実施の可否を判断するとともに、その時期については、直近の財政状況を踏ま

えた平準化などを併せて検討します。また、施設の一時休止や他施設への仮移転等の再配置

の検討により仮設費用を削減します。 

・運営コストの縮減や余剰資産の売却などを含め、持続可能な施設マネジメントを図ります。 

・余剰資産の売却などにあたっては、建物の状況等を踏まえ、必要に応じて解体・撤去を行い

ます。 
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（３）施設グループごとの見直しの方向性 

・施設の再配置においては、様々な用途の施設を効果的・効率的に配置することとなるため、その前

提としてそれぞれの施設の特性を踏まえて、施設グループごとの見直しの方向性を示します。 

 

ア 学校教育施設 

① 学校 

対 象 施設数 延床面積（㎡） 

小学校、中学校、高等学校、特別支援学校 171 1,205,431 

   【概要】 

     学校教育法に基づき設置している小学校、中学校、高等学校、特別支援学校です。 

【今後の方向性】 

  老朽化が進んだ学校施設の安全性を確保するため、中長期的なトータルコストの縮減・平

準化を図りつつ、適切な予防保全を行い、施設の長寿命化を図ります。 

また、さらなるコスト縮減と財源の確保に向けて、施設規模の縮減と汎用性・効率性の高

い施設の整備、新たな視点を取り入れた学校適正配置の推進、他の施設との複合化、学校跡

施設の有効活用など、総合的な取組みを進めていきます。 

 ※主な再配置検討ツール：集約化、複合化 

 

② その他教育施設 

対 象 施設数 延床面積（㎡） 

看護師養成施設、給食センター、教育センター、 

養護教育センター 
4 15,866 

   【概要】 

     市内の医療機関等へ安定的に看護師を供給するため、学校教育法に基づき設置している看

護師養成施設や、中学校の給食を共同調理場方式で提供する給食センター、教育に関する相

談や研究、教職員の研修等を行う教育センター、障害等のある子どもの教育相談や特別支援

教育についての教職員の研修、指導法等の研究等を行う養護教育センターです。 

【今後の方向性】 

  現状の利用状況や人口動態などから、将来のニーズを精査するとともに、機能が類似して

いる施設との機能統合や連携、複合化について検討します。 

  看護師養成施設は、収支状況や看護師養成を取り巻く状況を注視しつつ、民間移譲の可能

性も含めた管理・運営の効率化やコストの縮減を検討します。 

  給食センターは、将来的な必要食数の減少が見込まれているものの、当面の間は、現行の

３つのセンターの持つ供給能力が必要であるため、今後、各センターの更新のタイミングに

合わせて、集約化等の方向性を検討します。 

 ※主な再配置検討ツール：集約化、複合化、類似機能の統合、実施主体や管理運営主体の変更 

 

イ 市営住宅 

① 市営住宅 

対 象 施設数 延床面積（㎡） 

市営住宅 46 390,659 

   【概要】 

     住宅に困窮する市民に供給するため、公営住宅法などに基づき建設・借上げしている住宅

です。 

【今後の方向性】 

  予防保全的な管理や改善の計画的な推進により、優良なストックの更なる長寿命化を図る

所有施設数とその延床面積を記載しています。 



- 47 - 

とともに、建物のライフサイクルコストの縮減を目指します。 

 また、人口動向による需要や市の財政状況を踏まえ、老朽化した住宅を効率的に再整備し

ます。 

※主な再配置検討ツール：集約化 

 

ウ 公園・スポーツ・レクリエーション施設 

① 有料公園施設・交通公園 

対 象 施設数 延床面積（㎡） 

有料公園施設（スポーツ施設以外）、花見川緑地交通公園 8 24,619 

   【概要】 

     都市公園法に基づく都市公園などに設置している集会所や都市緑化植物園（緑の相談所）、

花の美術館などや、交通ルールとマナーを身につけるために設置している花見川緑地交通公

園です。 

【今後の方向性】 

  現状の利用状況や人口動態などから、将来のニーズを精査するとともに、機能が類似して

いる各施設の機能統合や連携について検討します。 

  有料公園施設は、民間活力の導入についても検討します。 

２つの公園集会所は、機能が類似しているため集約化を検討します。 

※主な再配置検討ツール：集約化、類似機能の統合、実施主体や管理運営主体の変更 

 

② スポーツ施設 

対 象 施設数 延床面積（㎡） 

体育館、相撲場、武道館、運動場、スポーツ広場、 

複合スポーツ施設、野球場、球戯場、プール、 

温水プール、アイススケート場、市民ゴルフ場、 

稲毛ヨットハーバー 

33 143,195 

   【概要】 

     体育・スポーツの振興を図り、市民の心身の健全な発達に寄与するために設置している 

施設です。 

【今後の方向性】 

  現状の利用状況や人口動態などから、将来のニーズを精査するとともに、機能が類似して

いる各施設の機能統合について検討します。 

そのうえで、適正配置のための集約化や、施設利用の効率性をあげるための複合化について

もあわせて検討します。 

※主な再配置検討ツール：集約化、複合化、類似機能の統合 

 

③ レクリエーション施設・保養施設 

対 象 施設数 延床面積（㎡） 

ケーズハーバー（旅客船ターミナル等複合施設）、 

千葉ポートタワー、昭和の森フォレストビレッジ、 

少年自然の家 

2 16,136 

   【概要】 

     旅客船の待合スペースであるケーズハーバーや、国際港千葉港のシンボル及び観光施設で

ある千葉ポートタワー、合宿施設やキャンプ場等からなる昭和の森フォレストビレッジ、少

年の健全な育成を図るための施設として設置している少年自然の家です。 
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【今後の方向性】 

  現状の利用状況や人口動態などから、将来のニーズを精査するとともに、機能が類似して

いる各施設の機能統合や連携について検討します。 

そのうえで、施設利用の効率性を上げるための複合化を推進します。 

少年自然の家は、現状の利用状況や人口動態などから、将来のニーズを精査し、今後のあ

り方について検討します。」 

※主な再配置検討ツール：複合化、類似機能の統合、実施主体や管理運営主体の変更 

 

エ 環境・ごみ施設 

① 環境・ごみ施設 

対 象 施設数 延床面積（㎡） 

清掃工場、新浜リサイクルセンターなど 4 66,617 

【概要】 

     家庭や事業所などから排出される一般廃棄物の処理を行う施設で、可燃ごみの焼却を行う

清掃工場や、資源物、不燃ごみ、有害ごみ及び粗大ごみの中間処理を行う新浜リサイクルセ

ンター、焼却灰等を埋立処理する最終処分場、し尿及び浄化槽汚泥の処理を行う衛生センタ

ーなどの施設です。 

【今後の方向性】 

  日々発生する一般廃棄物を衛生的かつ効率的に処理できるよう必要な施設体系を整え、長

期間安定し運用できる施設の整備を目指します。あわせて、循環型・低炭素社会に寄与する

施設づくりを目指します。また、施設整備だけでなく、維持管理や収集運搬も考慮して、経

済性の高い施設の整備を目指します。 

 ※主な再配置検討ツール：その他（維持管理コストの縮減） 

 

オ 行政施設 

① 庁舎等 

対 象 施設数 延床面積（㎡） 

本庁舎、区役所、市民センター、区役所連絡所、 

総合保健医療センター、保健福祉センター、 

環境事業所、公園緑地事務所、土地区画整理事務所、 

土木事務所など 

48 153,514 

   【概要】 

     地方自治法の規定に基づき、本市及び各区の主たる事務所として設置している本庁舎や区

役所のほか、各種届出の受付や証明発行などの窓口事務等の業務を行う市民センターや保健

福祉センターなどの事業所・事務所などの施設です。 

【今後の方向性】 

  業務プロセス改革の推進状況を踏まえ、市民サービスの向上及び行政運営の効率化を図り

ながら、必要な施設総量及び配置を検討します。 

証明書発行業務などの窓口機能については、ICT の発展状況などに応じて、施設に頼らな

いサービス提供についても検討します。 

また、類似機能の統合や複合化とともに、余剰スペースの貸付についても一体的に検討

し、施設利用の効率性を向上します。 

本庁舎は、中央コミュニティセンターやポートサイドタワーに分散している庁舎機能を集

約します。また、自動制御設備（BEMS）の導入、高効率空調熱源システムの採用及びトイ

レ洗浄水や屋外散水への雨水や井水利用等の取り組みを行い、維持管理コストの縮減を目指

します。 
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土地区画整理事務所は、土地区画整理事業が終わり次第、廃止します。 

 ※主な再配置検討ツール：集約化、複合化、類似機能の統合、サービス提供方法の変更 

 

② 消防施設 

対 象 施設数 延床面積（㎡） 

消防署、出張所、消防総合センター、 

救助救急センターなど 
27 40,767 

   【概要】 

     火災の予防、警戒、鎮圧その他災害の防除及び被害の軽減、救急活動等を第一線に立って

行う、地域における消防防災活動拠点である消防署及び出張所や、消防航空隊の千葉市消防

局ヘリポート及び消防学校からなる消防総合センターなどの施設です。 

【今後の方向性】 

  市内の消防・救急需要及び人口の見通しを踏まえ、必要な施設数及び配置を検討するとと

もに、周辺の消防施設との集約化や、区役所等の他施設との複合化を検討します。 

  救助救急センターは、現状の利用状況を踏まえ、施設の必要性及び施設規模、また他施設

への移転等について検討します。 

 ※主な再配置検討ツール：集約化、複合化 

 

③ その他行政施設 

対 象 施設数 延床面積（㎡） 

暮らしのプラザ、動物保護指導センター 1 1,298 

   【概要】 

     消費者の安全の確保のため、消費生活相談や適性計量等を行う暮らしのプラザと、適正飼

養の普及啓発や狂犬病を予防するため、犬猫の引き取りや収容等を行う動物保護指導センタ

ーです。 

【今後の方向性】 

  暮らしのプラザは、今後の利用状況やＰＦＩの事業期間終了の時期などに配慮しながら、

諸室の必要性や必要規模を精査のうえ、約款を踏まえ施設の有効活用を検討します。 

動物保護指導センターは、動物愛護の普及啓発の拠点施設として再整備の検討を進めま

す。なお、類似機能の統合や複合化できる施設があるかについて検討します。 

※主な再配置検討ツール：複合化、類似機能の統合、実施主体や管理運営主体の変更 

 

カ 文化施設 

① 集会施設 

対 象 施設数 延床面積（㎡） 

コミュニティセンター、勤労市民プラザなど 16 52,059 

   【概要】 

     サークル活動やスポーツ、レクリエーションなどを行うための施設です。 

【今後の方向性】 

  現状の利用状況や人口動態などから、将来のニーズを精査するとともに、機能が類似して

いる各施設の機能統合や連携について検討します。 

そのうえで、施設利用の効率性を上げるために集約化・複合化などを推進します。 

※主な再配置検討ツール：集約化、複合化、類似機能の統合 
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② 文化施設 

対 象 施設数 延床面積（㎡） 

市民会館、ホール、美術館、市民ギャラリー・いなげ 6 40,282 

   【概要】 

     市民の文化の向上を図り、福祉の増進に寄与するための施設として設置している市民会館

やホール、芸術や美術作品の展示などを行うための美術館、市民ギャラリー・いなげです。 

【今後の方向性】 

  現状の利用状況や人口動態などから、将来のニーズを精査するとともに、機能が類似して

いる各施設の機能統合や連携について検討します。 

そのうえで、施設利用の効率性を上げるために集約化・複合化などを推進します。 

※主な再配置検討ツール：集約化、複合化、類似機能の統合 

 

③ 博物館等 

対 象 施設数 延床面積（㎡） 

博物館、科学館、埋蔵文化財調査センター 4 26,443 

   【概要】 

     縄文時代や貝塚に係る展示・教育普及などを行う加曽利貝塚博物館や、市の通史全般に係

る調査・研究・展示・教育普及などを行う郷土博物館、科学に関する知識の普及及び啓発な

どを行う科学館、出土資料の収集・保管・研究などを行う埋蔵文化財調査センターです。 

【今後の方向性】 

  現状の利用状況や人口動態などから、将来のニーズを精査するとともに、機能が類似して

いる各施設の機能統合や連携について検討します。 

そのうえで、施設利用の効率性を上げるために複合化などを推進します。 

また、民間活力の導入による管理・運営の効率化やコストの縮減を検討します。 

加曽利貝塚博物館は、特別史跡加曽利貝塚の魅力と集客力の向上を図るため、史跡内の整

備を進めるとともに、博物館の史跡指定地外の移転に向け、施設配置など具体的な検討を進

めます。 

科学館は、市民の科学に対する興味・関心を高められるよう、最先端の科学技術を活用し

た展示の導入など、リニューアルについて具体的な手法を検討します。 

埋蔵文化財調査センターは、今後、収蔵スペースが不足することが予測されるため、大規

模改修等が必要な場合は、立地、規模を含めた事業のあり方を検討し、学校跡施設等の活用

や他事業との統合や複合化も含めた施設配置を検討します。 

 ※主な再配置検討ツール：複合化、類似機能の統合、実施主体や管理運営主体の変更 

 

④ 文化財等 

対 象 施設数 延床面積（㎡） 

ゆかりの家いなげ、旧生浜町役場 2 455 

   【概要】 

     市民の郷土文化に対する理解を深めるとともに、市民文化の発展に資することを目的とし

た施設です。 

【今後の方向性】 

  文化財としての価値を損なわないよう最低限の修繕を行いながら、より多くの方に見学し

てもらえるよう運営方法の工夫に努めます。 

 ※主な再配置検討ツール：その他（利用率の向上） 
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キ 社会教育施設 

① 図書館 

対 象 施設数 延床面積（㎡） 

図書館、図書館分館 15 24,951 

   【概要】 

     図書、記録、資料等を収集、整理して、一般公衆の教養、調査研究等に資することを目的

とした施設です。 

【今後の方向性】 

  現状の利用状況や人口動態などから、将来のニーズを精査するとともに、機能が類似して

いる各施設の機能統合や連携について検討します。 

そのうえで、施設利用の効率性を上げるために、施設規模の精査や学校等との複合化など

を検討します。 

また、管理・運営の効率化やコストの縮減のため、民間施設の活用や、実施主体や管理運

営主体の変更について検討します。 

図書館サービスを継続的に提供するため、他都市の取り組み事例等を踏まえつつ、ＩＣＴ

を活用した利便性の高いサービスの提供を検討します。 

 ※主な再配置検討ツール：複合化、類似機能の統合、実施主体や管理運営主体の変更、 

サービス提供方法の変更 

 

② 公民館 

対 象 施設数 延床面積（㎡） 

公民館 47 32,275 

   【概要】 

     地域連帯意識を醸成する地域コミュニティの拠点の場として、また、社会教育を含めた 

生涯学習の拠点施設として設置している施設です。 

【今後の方向性】 

  地域コミュニティの中心として、また、災害時の拠点として親和性の高い学校との複合化 

を図ります。 

現在の利用状況や人口動態などから、将来のニーズを精査するとともに、機能が類似して

いる各施設の機能統合や連携について検討します。 

そのうえで、施設利用の効率性を上げるための集約化・複合化などを推進します。 

 ※主な再配置検討ツール：集約化、複合化、類似機能の統合 

 

③ 生涯学習センター等 

対 象 施設数 延床面積（㎡） 

生涯学習センター、南部青少年センター 2 12,212 

   【概要】 

     市民の生涯学習及び交流の場を提供するとともに、生涯学習の振興を図る中核的施設であ

る生涯学習センター、青少年の健全な育成を図り、教養の向上に資することを目的とした南

部青少年センターです。 

【今後の方向性】 

  現在の利用状況や人口動態などから、将来のニーズを精査するとともに、機能が類似して

いる各施設の機能統合や連携について検討します。 

そのうえで、施設利用の効率性を上げるための集約化・複合化などを推進します。 

※主な再配置検討ツール：集約化、複合化、類似機能の統合 
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ク 医療施設 

① 医療施設 

対 象 施設数 延床面積（㎡） 

病院、休日救急診療所、院内保育所 5 57,319 

   【概要】 

     市民の健康保持に必要な医療を提供する青葉病院・海浜病院、休日等における急病患者に

対し医療を提供する休日救急診療所、各病院に設置している院内保育所です。 

【今後の方向性】 

  病院は、市民の受療動向や将来の医療需要を把握し、他の医療機関との役割分担なども踏

まえて、施設の今後について検討します。 

  休日救急診療所は、大規模改修や更新のタイミングに合わせて、利用者数の少ない診療科

などの継続の可否について検討し、施設の縮小化を目指します。 

 ※主な再配置検討ツール：その他（施設のあり方の検討、維持管理コストの縮減、 

                 一部機能の廃止） 

 

ケ 高齢・障害・社会福祉施設 

① 高齢福祉施設 

対 象 施設数 延床面積（㎡） 

いきいきセンター、いきいきプラザ、 

高齢者スポーツ広場、あんしんケアセンターなど 
20 15,269 

   【概要】 

     高齢者を対象として、各種相談、健康増進、教養の向上及びレクリエーションなどを行う

ための施設です。 

【今後の方向性】 

  現状の利用状況や人口動態などから、将来のニーズを精査するとともに、機能が類似して

いる各施設の機能統合や連携について検討します。 

 いきいきセンター及びいきいきプラザは、高齢者の社会参加や生きがい活動の場であるも

のの、コミュニティ系施設と類似する機能も有することから、施設のあり方を踏まえ、類似

機能の統合や連携の可能性について検討します。 

 あんしんケアセンターは、民間施設の活用等を図り、管理・運営の効率化やコストの縮減

を促進します。 

※主な再配置検討ツール：集約化、複合化、民間施設の活用、類似機能の統合、 

その他（施設のあり方の検討） 

 

② 障害福祉施設 

対 象 施設数 延床面積（㎡） 

桜木園、大宮学園、療育センター、 

障害者福祉センター、障害者相談センターなど 
8 18,253 

   【概要】 

     障害者及び障害児を対象として、各種相談、診療や訓練、社会適応能力の向上並びに健康

の維持及び増進などを行うための施設です。 

【今後の方向性】 

  現状の利用状況や人口動態などから、将来のニーズを精査するとともに、機能が類似して

いる施設との機能統合や連携、複合化について検討します。 

また、民間施設の活用等による管理・運営の効率化やコストの縮減を検討します。 

 ※主な再配置検討ツール：複合化、民間施設の活用、類似機能の統合 
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③ 社会福祉施設 

対 象 施設数 延床面積（㎡） 

こころの健康センター、社会福祉研修センター、 

地域福祉活動施設、生活自立・仕事相談センター、 

ハーモニープラザなど 

8 3,402 

   【概要】 

     精神保健福祉活動推進のための中核施設であるこころの健康センターや、社会福祉の増進

などを図るため、市民の自主的な活動及び交流の場を提供するとともに、各種事業を実施す

るハーモニープラザなどの施設です。 

【今後の方向性】 

  現状の利用状況や人口動態などから、将来のニーズを精査するとともに、機能が類似して

いる施設との機能統合や連携、複合化や集約化について検討します。 

 ※主な再配置検討ツール：集約化、複合化、類似機能の統合 

 

コ 児童福祉・子育て支援施設 

① 保育所 

対 象 施設数 延床面積（㎡） 

保育所、認定こども園 51 36,217 

   【概要】 

     児童福祉法に基づく、保護者の就労などにより保育を必要とする乳幼児を保育するための

施設です。 

【今後の方向性】 

 長期的な視点に立ち、将来の保育需要の動向を踏まえ、全市的な保育資源の適切なあり方

を念頭に置きつつ、公立保育所のあり方を整理していきます。 

そのあり方を踏まえ、必要かつ十分な公立保育所を存置することを前提に、個々の保育所

の立地条件、周辺地域の保育需要と保育資源の状況、費用対効果を総合的に勘案した最適な

整備手法を検討していきます。 

 ※主な再配置検討ツール：その他（維持管理コストの縮減、最適な整備手法の検討） 

 

② 子どもルーム 

対 象 施設数 延床面積（㎡） 

子どもルーム、アフタースクール事業 92 11,875 

   【概要】 

     子どもルームは、保護者が就労等により昼間家庭にいない小学生を対象に、授業が終わっ

た後の遊びや生活の場を提供する施設です。アフタースクール事業では、安全・安心な居場

所に加え、学びのきっかけとなる多様な体験機会を提供しています。 

【今後の方向性】 

希望するすべての児童に安全・安心に過ごせる居場所を提供するため、放課後の学校施設

の利用を推進します。 

アフタースクール事業は、公民館等の学校外施設の活用や、校外にある子どもルームを校

内に移転させるタイミングでの移行など、柔軟かつ多様な手法での導入を検討します。 

子どもルームは、余裕教室を含めた学校施設を積極的に活用して整備費用の抑制を図ると

ともに、補助制度拡充による民間事業者の参入促進、委託先多様化の推進等に取り組み、待

機児童対策及び多様なニーズへの対応に努めます。 

 ※主な再配置検討ツール：複合化、類似機能の統合、実施主体や管理運営主体の変更 
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③ 幼児・児童施設 

対 象 施設数 延床面積（㎡） 

子育て支援館、子育てリラックス館、子ども交流館、 

児童相談所、青少年サポートセンター 
11 12,692 

   【概要】 

     子育て家庭の支援や、子どもの健全な育成を図るため、各種相談や遊びと交流の場の提供

などを行う施設です。 

【今後の方向性】 

  現状の利用状況や人口動態などから、将来のニーズを精査するとともに、機能が類似して

いる各施設の機能統合や連携について検討します。 

そのうえで、施設利用の効率性を上げるために集約化・複合化などを推進します。 

 ※主な再配置検討ツール：集約化、複合化、類似機能の統合 

 

サ その他 

① 商工産業施設 

対 象 施設数 延床面積（㎡） 

地方卸売市場、創業者支援施設 2 74,636 

   【概要】 

     生鮮食料品等の取引の適正化と流通の円滑化を図るために設置している地方卸売市場や、

オープンスペース型の起業家支援施設です。 

【今後の方向性】 

     現状の利用状況や人口動態などから、将来のニーズを精査するとともに、機能が類似して

いる各施設の機能統合や連携について検討します。 

また、大規模改修や更新のタイミングに合わせて、複合化や民間施設の活用等を検討しま

す。 

地方卸売市場は、老朽化している施設の改修時の機器更新に伴う設備機能（機器性能）の

向上により、省エネ性能を高め市場機能の強化を図ります。  

※主な再配置検討ツール：複合化、民間施設の活用、類似機能の統合、その他（機能の強化） 

 

② 農業林業施設 

対 象 施設数 延床面積（㎡） 

農政センター、都市農業交流センター、ふるさと農園 6 15,792 

   【概要】 

     農業振興の拠点施設である農政センターや、都市部と農村部の交流を促進するための都市

農業交流センター、農林業に対する市民の理解を深めるとともに、市民の憩いの場として設

置しているふるさと農園です。 

【今後の方向性】 

     現状の利用状況や人口動態などから、将来のニーズを精査するとともに、機能が類似して

いる各施設の機能統合や連携について検討します。 

そのうえで、施設利用の効率性をあげるための複合化についてもあわせて検討します。 

また、管理・運営の効率化やコストの縮減を検討します。 

都市農業交流センターは、当初の目的である「都市部と農村部の交流」のための施設にと

どまらず、今後はグリーンツーリズムの推進における観光拠点のひとつとして、市内外から

の集客を目指していきます。また、新たに隣接して整備される乳牛育成牧場跡地の観光・集

客施設との機能統合や連携について検討するとともに、管理主体の統合等についても検討し

ます。 
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 ※主な再配置検討ツール：集約化、複合化、類似機能の統合、サービス提供方法の変更、 

その他（管理主体の統合による管理運営費の縮減） 

 

③ その他 

対 象 施設数 延床面積（㎡） 

斎場、平和公園、桜木霊園、競輪場、サイクル会館、 

国際交流プラザ、市民活動支援センター、 

ふるさとハローワーク、自立・就労サポートセンター、 

駐車場、公衆便所など 

49 67,459 

   【概要】 

  葬儀及び火葬を行う斎場や、市営墓地である平和公園及び桜木霊園、千葉競輪を行う競輪

場、競輪選手の宿泊施設であるサイクル会館、国際交流の拠点施設である国際交流プラザ、

ボランティア活動や NPO 活動などを支援するための市民活動支援センター、市と国（ハロー

ワーク）が共同で運営する就労に関する相談窓口であるふるさとハローワークや自立・就労

サポートセンターなどの施設です。 

【今後の方向性】 

現状の利用状況や人口動態などから、将来のニーズを精査するとともに、機能が類似して

いる各施設の機能統合や連携について検討します。 

そのうえで、施設利用の効率性を上げるために複合化などを推進します。 

斎場、平和公園及び桜木霊園は、管理・運営の効率化やコストの縮減を促進します。また、

耐用年限が超過している一部の施設については、今後の利用方法や取扱い等を検討します。 

競輪場は、民間活力の導入により国際基準に準拠した走路を有する多目的スポーツ施設

（「（仮称）千葉公園ドーム」）へ再整備するとともに、新たな形の競輪（「（仮称）250競輪」）

による事業の実施に向けて取り組みます。 

栄町立体駐車場は、廃止又は民間譲渡を含めた施設のあり方を検討します。検討にあたっ

ては、現在の近隣の駐車場の状況、栄町地区の将来的な駐車場の需要、都市計画法上の取扱

いなどを踏まえた検討を行います。 

※主な再配置検討ツール：複合化、類似機能の統合、実施主体や管理運営主体の変更、 

その他（維持管理コストの縮減） 
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（４）魅力ある空間づくり 

・公共建築物は、行政サービスの提供や市民の方々の多様なニーズに応えるとともに、災害時等にお

ける市民生活の安全性の確保、さらには都市景観を踏まえたまちづくりの先導的な役割を担うな

ど、多角的な機能を有しています。 

 

・また、公共建築物は市民から負託を受けた貴重な財産です。必要とされる市民サービスを維持・向

上させていくためには、その拠点となる公共建築物が効率的かつ効果的に活用され、またその価値

が最大限発揮される状態でなければなりません。 

 

・本市は、これまで、時代の需要に応えた多種多様な公共施設を整備してきましたが、今後も、「公

共建築整備指針―魅力ある空間づくり―（平成１４年２月策定、平成２６年９月改定、千葉市）」

等に基づき、時代の変化と多様化・高度化する市民ニーズに的確に対応し、総合的に質の高い空間

を実現していきます。 

 

ア ユニバーサルデザイン 

   ・公共建築物は、市民の誰もが利用し、その中には高齢者や障害のある人もいます。高齢者や

障害のある人たちを対象に、段差などの物理的障害を取り除いたのが、バリアフリーです。 

・この考え方をさらに発展させ、高齢者や障害のある人だけでなく、すべての人を対象に使い

やすい環境づくりを目指すのが「ユニバーサルデザイン」です。誰もが、同じ場所で、同じ

ものを、同じように使うことのできるユニバーサルデザインの考え方で空間づくりを行い、

安全で快適な施設づくりを目指します。 

 

◇利用者を想定した寸法を用いる 

施設を計画する場合は、利用者と利用方法を想定し、動作を行う上で必要な寸法を検討し

ながら設計を進めます。特に車椅子や杖を使用している人は、日常生活の中で障害のない人

とは異なるスペースが必要となるので注意して検討を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇誰にでもわかりやすい空間にする 

平面計画は、単純明快でわかりやすい構成にすると、誰にでも空間を認識しやすくなりま 

す。廊下の先端やコーナー部分は、窓や照明で明暗をつけることで弱視の人も建物形状を理

解しやすくできます。また、床の素材を変え、歩行感により空間を認識させるなどの工夫も

大切です。 
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◇誰にでも使いやすい器具にする 

握力や視力が低下している高齢者などのために、日常使用するスイッチ類やドアノブ、水

栓 器具等への細かな配慮が必要です。例えば、視力の低下している人でも容易に認識で

き、押しやすい大きなスイッチや、握力を必要としないレバーハンドルやレバー水洗器具、

あるいは、センサー化や自動化など、状況に応じて誰にでも使いやすい器具を選択します。

また、外国人のために、サインを複数言語で表記するのもユニバーサルデザインの考え方で

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 快適さ 

   ・公共建築物では、本来求められている機能の確保に加え、動線計画の明快さや、室内環境の

快適さなどが、親しみやすさにつながります。特に施設機能が複合化して空間構成が複雑に

なりやすい場合、人や車の動線、隣接する室相互の環境などを設計段階で十分に検討しま

す。 

 

ウ 防災・安全 

   ・建築物の防災安全性に関する基本的な性能として、災害時における被害をどの程度に想定し

て設定すべきなのかという「防災性能」と、災害発生後に施設がどのような機能を求められ

ているかという「機能維持性能」があります。 
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   ・特に公共建築物は、災害時に避難場所や災害活動拠点などの機能を果たすことを期待されて

いることが多く、災害時の各施設の役割や利用目的を明確にし、その目的に応じて建築物の

防災性能を決定します。 

 

   ・公共建築物は大規模な地震に対しても、人命の安全確保が図られている必要があります。さ

らに、病院、消防署、土木事務所など災害時に救援活動の拠点となる施設や、本庁舎などの

指令機能を果たすべき施設では、地震後も十分な機能の維持が求められます。 

   ・施設の役割に応じて、構造体・非構造部材・建築設備について、地震後も確保しておかなけ

ればならない性能を定め、耐震安全性の目標を設定します。 

 

   ・災害時において活動拠点となる施設は、電気・水・ガスなどのライフラインが途絶えた場合

でも一定期間は機能を維持する必要があります。緊急時における施設の役割を検討し、備蓄

燃料での自家発電や、非常時に雨水・井水を利用できるシステムを導入するなど、役割に応

じた防災・安全設計を行います。 

   ・また、建物内外のオープンスペースは、災害時の救援活動や物資輸送に有効に利用できま

す。このような視点からも、オープンスペースの形状、配置について検討を行います。 

    

   ・大規模な地域火災が発生した場合にも、公共建築物は重要な役割を担うことになります。特

に救援活動拠点となる病院、消防署、土木事務所などの施設は、周辺火災に対して十分な防

火性能を有することが大切です。また、美術館や図書館などの公共的な重要物を保管する施

設では、貴重な収蔵物に損傷を与えない安全性を確保します。 

   ・内部からの出火防止に対しては、燃えにくい建築材料の選定や消防設備計画などに配慮しま

す。火災が発生した場合でも、すべての在館者が安全に避難でき、人命の安全が確保されな

ければなりません。特に高齢者や身体障害者が日常的に利用している施設では、避難滑り台

の設置など円滑に避難できる配慮を行います。 

   ・その他、風水害・防犯などに対しても安全性を確保するため、十分な検討を行います。 

 

エ サスティナブルデザイン 

   ・美しい地球環境を維持していくためには、環境と共生する建物づくり・まちづくりが重要で

す。環境への配慮において民間建築の模範となるべく、地球環境を考えたサスティナブルデ

ザインを実践します。 

 

   ・省エネルギーを図るためには、太陽光・太陽熱・風力などの自然エネルギーを利用すること

が有効です。また、断熱性の高い外壁・ルーバー・二重サッシュの採用や、コンパクトな平

面形状による外壁面積の減少により熱負荷の低減が図れます。さらに、コ・ジェネレーショ

ンシステム、照明センサー、人感センサーによる照明制御など、建築設備によるエネルギー

の高効率利用が必要です。  

・本市では、「千葉市地球温暖化対策実行計画」（平成２４年３月策定、平成２８年１０月改

定）により、太陽光発電や風力発電などの自然エネルギーや、工場排熱などの未利用・リサ

イクルエネルギーなどの新エネルギーの導入を推進しています。  

・また、「千葉市再生可能エネルギー等導入計画」（平成２５年３月策定、平成３０年６月改

定）において、公共建築物への再生可能エネルギー等導入の原則義務化を進めることとして

います 。 

・さらに、市民の健康で文化的な生活を確保し、もって持続可能な社会の構築及び地球環境の

保全に寄与するため、建築物を環境性能で評価し格付けする手法である「CASBEE」（建築環

境総合性能評価システム）を活用した「千葉市建築物環境配慮制度」により、環境負荷への

低減及び環境に配慮した取り組みを実施します。 
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・建物の長寿命化を図ることで設備の更新や建物サイクルが伸び、資源やエネルギーの消費、

廃棄物の量を減らします。 

 

・施工段階の環境負荷を抑えるために、建築副産物の発生を抑制したり、再利用可能な材料に

よる工法を採用します。 

・温室効果ガス、オゾン層破壊物質を用いた資機材は、代替手段を検討するとともに使用を制

御します。また、既に使用している場合は、漏洩防止を徹底し、廃棄する際には適切に回収

を行います。運用段階においては、生ごみ処理システムなど適切に廃棄物を処理し、リサイ

クルできるシステムの採用を検討します。 

 

・本市は、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」（グリーン購入）を推進して

います。 

・公共工事では、端材・廃材を利用した再生木質ボードの資材や、コンクリート塊などから製

造した再生骨材等の使用を推進しています。また、建設機械においても排出ガス対策型や低

騒音型建設機械の使用を推進しています。 

 

・国産材の利用を通じた森林の伐採、植林及び保育による木材の持続性生産の促進と森林の持

つ公益的機能の維持及び増進への寄与、調湿性に優れ高い断熱性を有し、または人に対する

リラックス効果等、木材の特性を生かした快適な公共空間の創出や、炭素固定機能を有し、

加工及び輸送に必要なエネルギーが他の原料に比べて少ない等、木材の特性を生かした環境

への負荷の軽減等の効果があることから公共建築物における国産材の利用の促進に努めま

す。  
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（５）個別施設計画との整合 

・資産の総合評価の対象としていない学校や、市営住宅、ごみ処理施設、保育所・認定こども園、

子どもルーム等については、各個別施設計画に定める対策内容に基づき、資産経営の最適化を推

進していきます。 

 

ア 学校（「千葉市学校施設長寿命化基本計画」） 

 

学校施設の実態をふまえつつ、より効率的で効果的な整備を進めるため、以下の考え方を

基本的な方針として設定します。 

 

    ≪施設整備の考え方≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・老朽化が進んだ学校施設の安全性を確保するため、中長期的なトータルコストの縮減・平準

化を図りつつ、適切な予防保全を行い、施設の長寿命化を図ります。 

 

・長寿命化の実現に向けて、以下の考え方を設定します。 

 

（ア）目標使用年数 

    ・原則として目標使用年数を「８０年」と設定します。なお、一部の建物については、コ

ンクリートの圧縮強度や中性化の深さの状況に応じて、目標使用年数を「７０年」また

は「６０年」と設定します。 

 

（イ）改修周期 

  ・築２０年目と築６０年目に原状回復を目的とした大規模改造を実施するとともに、築 40

年目には、建物・設備の性能・機能向上も含めた保全を行う、アップデート改修を実施

することとします。なお、各校の詳細な改修内容は、構造躯体の健全性の評価結果や建

物の必要性等を総合的に判断した上で、残りの使用年数に応じて、決定していきます。 

 

・また、さらなるコスト縮減と財源の確保に向けて、以下の取組みを進めていきます。 

 

  （ア）施設規模の縮減と汎用性・効率性の高い施設の整備 

     ・改築時には、個々の学校施設の必要規模（敷地や延床面積等）を精査します。 

     ・他用途への転用や不要部分の切り離しが可能な汎用性の高い学校施設の整備、効率的な 

改築（低コストな方法等）を検討します。  

○施設の安全性の確保

・老朽化対策や安全性の確保を計画的に進めることに加えて、人命等に関わる支障への対応や学校運営上

不可欠な修繕・工事等は、優先して実施

・「改築」中心の考え方から、適切な維持・保全を行うことで学校施設の延命を図る「長寿命化」へ転換

施設の安全性・耐久性に関する考え方

○基本的な整備水準の確保

すべての児童生徒が、時代の趨勢にあった環境で等しく教育を受けることができるよう、基本的な

整備水準を確保

○多様なﾆｰｽﾞへの対応

費用対効果や実現可能性、整備のﾀｲﾐﾝｸﾞ等を踏まえながら、多様なﾆｰｽﾞに対応するための施設整備を検討

※社会の変化や時代の要求等にあわせて、基本的な整備水準に適宜反映

施設の性能・機能に関する考え方

必
須
の
整
備

プ
ラ
ス

ア
ル
フ
ァ
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整
備
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  （イ）新たな視点を取り入れた学校適正配置の推進 

     ・より良い教育環境の整備に向けて、学校適正配置の取組みを一層推進します。 

     ・目標使用年数や改修時期、施設規模等も考慮した適正配置を検討します。 

     ・徒歩圏域全体の児童生徒数推計を見通したうえで、学区の調整による学校規模の適正化や

学校適正配置を戦略的に推進するなど、新たな視点を検討します。 

 

   （ウ）他の施設との複合化 

     ・資産の有効活用の観点から、周辺施設との複合化を積極的に検討します。 

     ・周辺公共施設との複合化により、地域とともにある学校施設づくりを検討するほか、地域

の公共施設全体の総量縮減を推進します。 

     ・民間施設との複合化の検討により、資産の有効活用を一層推進します。 

 

   （エ）学校跡施設の有効活用 

     ・財源の確保や資産の有効活用の観点から、学校跡施設の売却・貸付を推進し、学校施設  

整備の原資につなげていきます。 

 

  （オ）総合的な取組みの推進 

     ・上記（ア）～（エ）は、総合的に検討していくほか、地域の特性等も踏まえつつ、様々な    

可能性を考慮します。 

     ・将来の教育の在り方や本市の施策展開を踏まえ、総合的な視点から柔軟に対応します。 

 

・学校施設を、目標使用年数まで、安全で良好な状態で維持していくためには、適切な「点検」

を行うことが不可欠です。また、点検の結果を踏まえて、改修や修繕を実施していくことで、

より効率的で効果的な長寿命化を行うことが可能となります。学校関係者による日常的な点

検に加えて、専門家による法定点検や定期点検を適切に実施することで、故障や不具合の兆候

を早期に発見し、予防保全を推進していきます。 

 

・変化する教育ニーズや社会の多様化等に対しても的確に対応していくためには、教育委員会 

各課に加えて、都市局建築部をはじめとした市長部局との連携・協力が不可欠であるため、 

関係者の一層の連携を図っていきます。 

 

 

イ 市営住宅（「千葉市営住宅長寿命化・再整備計画」） 

  

  「住宅確保要配慮者に対する適切な住宅の確保」を目指し、長期的な需要の見通しを踏まえ、

長寿命化と再整備を通じて効率性の高い市営住宅の活用を推進します。 

 

   ・長寿命化にあたっては、予防保全的な管理や改善の計画的な推進により、優良なストックの 

更なる長寿命化を図るとともに、建物のライフサイクルコストの縮減を目指します。 

 

   ・長寿命化の実現に向けて、以下の実施方針を設定します。 

    （ア）事業の重点を再整備から既存ストックの長寿命化と質的向上のための改善へ移行し、 

既存ストックの有効活用を図ります。 

 

  （イ）各団地住棟単位で整備状況及び修繕履歴に係るデータを整備し、定期点検や日常点検を

実施するとともに、予防保全的な修繕・改善等を実施します。 
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  （ウ）仕様のアップグレード等による耐久性の向上や予防保全的な維持管理の実践による修繕  

周期の延長などによって、ライフサイクルコストの縮減を図ります。 

 

   ・再整備にあたっては、人口動向による需要や市の財政状況を踏まえ、老朽化した住宅を効率的

に再整備をします。 

 

   ・近隣に他の市営住宅がある場合は、地域全体で公共施設併設を含めた市営住宅の集約・再編に

ついて検討します。 

 

   ・総合的かつ計画的な管理を実施するための体制の構築方針として、以下の方針を設定します。 

    （ア）市営住宅の点検・工事履歴の一元管理によって適切な改修ができるよう千葉市住宅供給

公社との連絡体制を構築します。 

   

    （イ）市営住宅の適正管理に関する情報収集のため、国、県、政令市の会議・研修への参加を

積極的に行います。 

 

   ・隣接地を含めた土地利用の再編・地域課題の解決・福祉系事業者等との連携など、民間事業者

の様々なノウハウや技術の活用が重要であるため、ＰＰＰ／ＰＦＩ手法の導入について、検討

を行います。 

 

 

ウ ごみ処理施設（「千葉市一般廃棄物処理施設基本計画」） 

    

 日々発生する一般廃棄物を衛生的かつ効率的に処理できるよう必要な施設体系を整え、長期

間安定し運用できる施設の整備を目指します。あわせて、循環型・低炭素社会に寄与する施設 

づくりを目指します。また、施設整備だけでなく、維持管理や収集運搬も考慮して、経済性の  

高い施設の整備を目指します。 

 

  ・清掃工場は、平成２８年度末に老朽化した北谷津清掃工場を停止して３用地２清掃工場運用体

制に移行したことで、効率的なごみ処理によるごみ処理経費の節減を図ります。今後は、北谷津

清掃工場跡地を活用した新清掃工場建設に着手し、北清掃工場及び新港清掃工場は安定的に運

用させ、それぞれの施設の老朽化による廃止時期に合わせて計画的な代替施設の整備を行いま

す。 

 

  ・リサイクルセンターは、新浜リサイクルセンターが平成７年度に竣工し、令和７年度には運用開

始後３０年を迎えます。新用地の確保または既存用地の拡張（隣接用地の取得）により、現施設

を運用させながら次期リサイクルセンターを建設します。 

 

  ・最終処分場は、本市にある最終処分場のうち、現在も供用中の新内陸最終処分場は、令和１３年

度に埋立終了の見込みであることから、令和１４年度以降の新たな最終処分先を確保します。 

 

  ・汚水処理場は、下田最終処分場浸出水処理施設が、昭和５２年より稼働開始して、４１年を経過

しています。現在の処理水質の状況から長期に亘り施設の継続を要すること、また施設の劣化状

況を調査した結果、水処理の主たる設備であるコンクリート製の屋外設置水槽の劣化が著しく、

修繕では期間中の水処理の対応が困難なことから、建て替えが必要です。現施設用地は狭小であ

ることから、現施設を運用させながら新用地に建設します。 
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  ・新内陸最終処分場の延命化のために、令和８年から稼働する新清掃工場にて焼却残渣の再生利

用を推進していくことで最終処分量を縮減します。 

 

  ・稼働中の２清掃工場及び最終処分場において、長期責任型運営維持管理事業の方式により、民間

技術やノウハウ等の活用を導入しています。なお、新清掃工場については、ＰＦＩ事業（ＤＢＯ

方式）を導入します。 

 

 

エ 保育所・認定こども園 

 

公立保育所の多くで老朽化が進行しており、良好な保育環境の確保が難しくなっていくこと

が懸念されるため、老朽化が著しい保育所から、順次建て替えに着手する必要があります。 

現在の保育所の施設改善に関する基本方針は平成 24 年 7 月に策定したものであり、策定後の

保育所を取り巻く環境の変化や、保育所の全体的な老朽化の進行を踏まえ、令和２年度中に個別

施設計画を兼ねた新たな計画を策定していきます。 

計画策定にあたっては、公共施設等総合管理計画に示す「施設グループごとの見直しの方向性」

に基づき、策定していきます。 

 

 

オ 子どもルーム 

 

子どもルームの多くで老朽化が進行しており、部分的な維持保全のみでは良好な放課後の遊びや生

活の場の確保が難しくなっていくことが懸念されるため、老朽化が著しい子どもルームおよび学校児

童数が減少した子どもルームから、順次余裕教室への移転や建て替えに着手する必要があります。 

   ただし、現状では子どもルームへの入所希望者数が定員を上回り待機児童が発生していることから、

希望するすべての児童に安全・安心に過ごせる居場所を提供するため、放課後の学校施設を利用して

の新規整備、補助制度拡充による民間事業者の参入促進、委託先多様化の推進等に取り組み、待機児

童対策にも努めます。 

    将来的に学校児童数が減少した場合は、余裕教室を含めた学校施設を積極的に活用して整備費用の

抑制を図ります。 

   計画的な改修及び修繕を実施し、日常的な故障や不具合は緊急修繕により安全面の機能を確保しつ

つ、校外子どもルームについては建築後３０年から６０年を目途に、個別に費用対効果やその他の事

情を判断しながら、余裕教室への移転や建て替えを実施します。 

 

 

カ 動物公園 

  

   集客力を活かした市のまちづくり施策の中心的役割を担う公園として位置づけている一方で、

公園施設の老朽化が顕著化してきています。そのため、ストックマネジメントを導入し、公園施

設の計画的な長寿命化を図ることで、公園機能の保全を図りつつ、ライフサイクルコストの縮減

を実現します。また、日常点検や定期点検による確認により、施設の安全性を維持します。 
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２ インフラ施設 

 

安全で快適な市民生活を支えるため、必要な機能を確実に発揮し続けるとともに、今後の社会情勢

の要請にも応えられるよう、中長期的な視点を踏まえた管理等に関する基本な考え方を示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ○各施設の状態を的確に把握する取り組みを進めます。 

 

○適切な点検・診断を実施し、必要かつ的確な補修などの対策を実施します。 

 

    ○各施設の特性に合わせて予防保全型や事後保全型等の手法を選択することで、維持管理・

更新等にかかる経費の縮減を図るとともに、コストを平準化します。 

 

     ○個別施設計画の策定を進めるとともに、それに基づく対策を着実に進めます。 

 

（参考指標） 

対象 指標 １０年後の目安 

インフラ施設 

全体 

維持管理・ 

更新経費 
原則、現投資額以下にできるよう対策に取り組む 

 

  

メンテナンスサイクルの構築など、適切な維持管理に基づく取り組みを推進します。 

また、施設の長寿命化を図るとともに、維持管理コストの縮減や、ライフサイクル 

コストを考慮し、コストの平準化に取り組みます。 
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（１）適切な維持管理の推進 

 

 

 

 

 

 

【考え方】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■図表 メンテナンスサイクルのイメージ（橋梁の例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：道路の老朽化対策パネル展資料より 

（千葉県道路メンテナンス会議） 

 

ア 点検・診断等の実施 

・各施設の劣化や損傷状況等を把握するため、適切な点検・診断を実施し、必要かつ的確な補修

などの対策を実施します。さらに、施設の状況や対策履歴等の情報を、次の点検・診断等に活

用します。 

・点検、診断等を行うにあたり、国等が示す「基準」「要領」などを踏まえ、施設の状態や劣化予

測等の把握に努めていきます。なお、点検基準が無い施設については、施設に必要な管理水準

を確保するために「点検要領」などを定めます。  

安全で快適な市民生活を支える都市基盤として、社会要請を踏まえつつ、必要な機能を十分

に確保するため、メンテナンスサイクルの構築など、適切な維持管理に基づく取り組みを 

推進します。 

 

・施設の劣化や損傷の進行は、利用状況や設置された周辺環境等により施設ごとに異なるこ

とから、各施設の状態を的確に把握する取り組みを進めます。 

・施設の管理にあたっては、多種多様な施設があることを踏まえ、各施設の特性に合わせ

て、予防保全型や事後保全型等の手法を選択します。 

・河川施設など、経年劣化等による損傷に比して、地震等の災害など短期間で生じる損傷等

によってその健全性が左右される施設については、日常の巡視や災害発生後の点検等によ

り、施設の状態を適切に把握します。 

・これらの取り組みにより得られた施設の状態や維持管理に関するノウハウなどを蓄積する

とともに、新たな維持管理・更新に係る技術の導入についても検討し、次期点検等におい

て活用します。 

・施設の維持管理や運営にあたり、必要に応じて市民参加や協働による取り組みを進めます。  

・長期にわたり各施設がその機能を発揮し続けるには、地震動等への対策も必要となること

から、修繕等の時期において、耐震性能や事故に対する安全性能を向上する取り組みを 

併せて進めます。 

・研修の実施など、職員を育成する取り組みを継続して行います。 
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（２）施設の長寿命化及び維持管理コストの縮減 

 

 

 

 

 

【考え方】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■図表 予防保全対策を考慮したライフサイクルコスト低減（イメージ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国土交通白書２００８（国土交通省） 

 

 

厳しい財政見通しを踏まえ、計画的な維持管理を実施するため、施設の長寿命化を図るとと

もに、維持管理コストの縮減や、ライフサイクルコストを考慮し、コストを平準化します。 

・施設の損傷が軽微である早期段階において、予防的な修繕を実施する「予防保全型維持管

理」の導入を進め、施設を長寿命化します。 

・予防保全型維持管理により、更新等の費用を把握し、必要な対策を計画的に実施すること

で維持管理コストの縮減を図るとともに、短期的に財政負担が集中しないよう、コストを

平準化します。 

・維持管理・更新等にかかる経費を、原則として現投資額以下にできるよう、対策に取り組

みます。 

・インフラ機能を維持しながら、的確に更新等を行うため、施設自体の必要性についても 

併せて検討します。その結果、必要性が低い施設については、更新時等に解体・撤去を 

行います。 

・新規事業によりストックが増大すると、将来的な維持管理・更新コストが増加するため、

新規事業を行う際には、将来的なコスト増額分を縮減できるよう、新たな対策の検討を 

併せて行います。 

・計画的な維持管理や施設の長寿命化などを図るため、施設ごとの具体の対応方針を定める

個別施設計画の策定を進めます。 
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（３）施設グループごとの取り組みの方向性 

 

ア 道路施設 

① 道路 

施設名 施設数等 長寿命化型 計画更新型 事後保全型 

舗装（幹線道路） 
3,329.0 ㎞ 

 ○  

舗装（生活道路）   ○ 

橋梁 539 橋 ○   

トンネル 2 か所 ○   

カルバート 40 か所 ○   

のり面・道路擁壁 968 か所 ○   

歩道橋 74 橋 ○   

自由通路 10 か所 ○   

大型案内標識等 707 基  ○  

道路照明灯 約 19,000 基  ○  

シェルター・バス停上屋 103 基  ○  

昇降施設（エレベーター・エスカレーター） 73 基  ○  

道路排水ポンプ施設 15 基  ○  

道路遮音壁 約 2.5 ㎞  ○  

交通安全施設類 

（防護柵・路側式標識・カーブミラー等） 
1 式   ○ 

道路排水施設 約 4,700 ㎞   ○ 

電線共同溝 50.3 ㎞   ○ 

   【概要】 

     安全かつ円滑な交通を確保するために道路上に整備された施設です。 

【現状と課題】 

     本市では、幹線道路から生活道路まで約 3,300 ㎞の道路を管理しており、これらの道路は昭

和４０年代後半から昭和５０年代にかけて急速に整備を進めてきました。 

今後も道路の管理延長は増加する傾向であり、より効率的かつ効果的な維持管理が必要です。 

   【今後の方向性】 

     「千葉市道路施設戦略的維持管理方針」に基づき、施設の特性に応じた適切な維持管理を推 

進し、施設の長寿命化、維持管理コストの縮減・平準化を図ります。 

     「長寿命化型」の施設は、定期点検の結果をもとに劣化予測を行い、損傷が小さいうちに、

予防保全的な修繕を行うことで、施設の長寿命化を図ります。   

     「計画更新型」の施設は、定期点検の結果等により更新時期を設定し、計画的に更新を行い    

ます。 

     「事後保全型」の施設は、施設の安全性を確保のうえ、必要に応じて更新を行います。 

     また、一部施設では更新時に必要性を検証し、集約化や撤去についても検討します。 

 

② 自転車駐車場・自転車保管場 

施設名 施設数等 

自転車駐車場 149 か所 

自転車保管場 6 か所 

自転車走行環境（自転車レーン） 35 ㎞ 

【概要】 

   本市が管理する自転車駐車場、自転車保管場および自転車走行環境（自転車レーン）です。      
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【現状と課題】 

     自転車駐車場は、半数近くが供用開始後２０年を経過しており、施設の老朽化に伴う修繕

が増加傾向にあります。 

     自転車走行環境（自転車レーン）は、自転車走行環境整備済み路線が増えていくことによ

り、増大する維持管理費用に対する対策が必要です。 

   【今後の方向性】 

 駐輪ラックやゲートなどの駐輪場設備の計画的な維持管理・更新、建築物である立体駐輪場

の長寿命化を推進するため、「修繕計画」を策定します。 

駐輪場設備は、耐用年数が短いものが多く、耐用年数を大幅に過ぎているものは、計画的に

更新します。 

 立体駐輪場は、施設の健全性を把握し、適切に維持管理をするため、定期的な点検を実施し 

ます。 

 また、供給過多となっている駐輪場の廃止・縮小を進め、維持管理コストの縮減を図ります。 

 自転車走行環境（自転車レーン）は、更なるコスト縮減のため、路面標示の仕様などの見直

しについて検討します。 

 

③ 街路樹 

施設名 施設数等 

街路樹（高木・中木） 約 46,000 本 

 【概要】 

     本市が管理する約 130 種の高木及び中木です。 

   【現状と課題】 

     本市では、道路延長約 420 ㎞に、およそ 130 種、約 46,000 本の街路樹を管理しており、

樹木の生長と共に緑豊かなまちづくりに貢献してきました。しかし、植栽から長年経過した

ことで、大径木化や老齢化した街路樹の増加、腐朽の進行した樹木の倒木や根上がりが歩行

者の安全な通行を妨げる等の課題があります。 

   【今後の方向性】 

     樹高の抑制、花木の開花促進、適期の剪定、排水施設の落ち葉清掃を随時実施し、機能の保全 

と安全性の維持を推進します。 

必要に応じて健全度調査を実施し、生育不良等異常のある樹木は更新を行います。樹木更新時 

には、植栽桝の改良や土壌改良も合わせて実施します。 

調査・診断等の結果を踏まえた「個別施設計画」を策定し、計画に基づく適切な管理により維

持管理コストの縮減・平準化を図ります。 

 

④ その他 

施設名 施設数等 

共同溝（豊砂地区） 1 基 

 【概要】 

     本市が管理する、電線や水道管、ガス管等のライフラインを地下に埋設するための施設。 

【現状と課題】 

     共同溝は、平成３０年度に県より移管を受けた施設であり、適切な維持管理体制の構築が 

    必要です。 

   【今後の方向性】 

     「事後保全型」の維持管理を基本とし、適切な時期に修繕・更新を実施します。 

     定期的な巡視等の実施により、施設の安全性を確保します。 
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イ モノレール施設 

対 象 施設数等 

モノレール 15.4 ㎞ 

   【概要】 

     軌道桁、支柱、分岐、駅舎、走行路面、電車線、昇降施設等の施設（車両や券売機、改札

機等の運行や営業に直接関係するものは除く）です。 

   【現状と課題】 

    千葉都市モノレールは、昭和６３年３月から平成１１年３月にかけ順次開業し、現在の総

延長は 15.4km です。利用者数はここ数年伸び続けています。一方で、開業から３０年が経

過し、今後老朽化が進展しますが、公共交通機関であるため、架け替えのような大規模な施

設更新が発生しないよう、施設の長寿命化が必要です。 

   【今後の方向性】 

     日常点検や定期点検の計画的な実施により、予防保全的な維持管理を推進し、モノレール

の安全性と信頼性を将来にわたり確保しつつ、施設の長寿命化を図ります。 

     また、個別施設計画に基づき、維持管理コストの縮減・平準化を推進していきます。 

効率的な維持管理を推進するため、ＩＣＴや新技術を積極的に活用するとともに、人口減

少に伴う輸送人員の減少や社会情勢の変化に対応して、施設の統廃合やダウンサイジングを

検討します。 

 駅舎等の利用者施設については、施設更新等の際にユニバーサルデザイン化を推進します。 

       

ウ 河川施設 

① 河川 

対 象 施設数等 

二級河川 3.1 ㎞ 

準用河川 1.2 ㎞ 

   【概要】 

     本市が管理する二級河川及び準用河川です。 

   【現状と課題】 

     本市では、二級河川の坂月川と準用河川の生実川の２つの河川を管理しています。近年の 

大雨により、市内各所で浸水被害が発生しており、流域内の浸水被害を軽減するため、適切 

に維持管理をしていくことが必要です。また、生物の多様な生息・生育・繁殖環境としての 

河川環境の保全・整備、地域の活力創出やうるおいある生活のための公共空間としての観点 

にも、配慮が求められます。 

     今後、整備された河川施設が更新時期を迎えることから、より効率的な維持管理が必要で 

す。 

【今後の方向性】 

  「中小河川の堤防等河川管理施設及び河道の点検要領（国土交通省）」に基づき、日常的な

巡視・パトロール、定期点検、緊急点検等の実施により、適切な予防保全に努め、施設の長

寿命化、維持管理費の縮減・平準化を図ります。 

 

② 都市下水路・一般排水路 

対 象 施設数等 

管路施設 約 590 ㎞ 

樋門 19 か所 

雨水ポンプ場 11 か所 

調整池 105 か所 
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   【概要】 

     本市が管理する都市下水路、一般排水路及びこれに付随する施設です。 

   【現状と課題】 

     排水施設は、主に雨水を排除するために整備された施設であり、汚水管渠と比較すると劣

化が少ない傾向にあるため、これまでは、事後保全型の修繕・改築を行ってきました。 

しかしながら、近年、施設の老朽化に伴う陥没事故が増加傾向にあり、今後、さらに増加

していくことが想定されるため、増大する維持管理費用に対する対策が必要です。 

【今後の方向性】 

これまでの事後保全型の維持管理から、予防保全型の維持管理への移行を進め、施設の安 

全性を確保しつつ、施設の長寿命化を図ります。 

また、施設の劣化傾向を分析し、経過年数に応じた効率的な点検、調査、修繕、改築を推 

進するため、維持管理計画を策定し、コストの縮減・平準化を図ります。 

 

エ 砂防施設 

対 象 施設数等 

急傾斜地崩壊防止施設 18 か所 

   【概要】 

     がけ崩れの危険性のある急傾斜地の崩壊を防ぐ施設です。 

   【現状と課題】 

本市では、昭和６３年から本格的に「急傾斜地崩壊対策事業」に着手し、平成３１年４月   

    １日現在、美浜区を除く５区に、計１８か所の急傾斜地崩壊防止施設があります。 

 今後も、新規整備による施設の増加が想定されるため、維持管理の効率化が必要です。 

【今後の方向性】 

予防保全型管理の導入により効率的な維持管理を推進し、施設の長寿命化、維持管理コス

トの縮減・平準化を図ります。 

また、「千葉市急傾斜地崩壊防止施設点検要領」に基づく定期的な点検により、急傾斜地の 

崩壊に対する安全性を低下させることなく、適切に施設の維持管理を行います。現在は、 

５年に１度の目視点検を基本としていますが、安全性・効率性の観点から、将来的には 

ドローンを活用した画像診断の導入も検討します。 

 

オ 公園施設 

対 象 施設数等 

公園 1,246 か所 

   【概要】 

     公園緑地内の園路及び広場、休憩施設、遊戯施設などです。 

   【現状と課題】 

     本市では、総合公園などの大規模な公園や街区公園などの身近な公園整備を推進した  

結果、一定量の公園面積を確保することができました。しかし、整備から長時間が経過し、

老朽化が進んだ施設や周辺環境の変化によりあまり使われていない施設も出てきています。

今後は、安全で快適に公園を利用できるよう、施設の更新や地域ニーズを踏まえた施設の 

導入が必要です。 

【今後の方向性】 

 「千葉市公園施設長寿命化計画」に基づき、計画的な維持管理・更新を行い、公園施設の

安全性確保と機能保全を図りつつ、維持管理費の縮減・平準化を推進します。 

     維持保全（清掃・保守・修繕）と日常点検の実施により、施設の劣化や損傷を把握し、状

況に応じて補修もしくは更新を行います。そのほかに、年３回の定期点検や遊具等の利用状
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況に応じた精密点検を実施します。 

また、園路のバリアフリー化等の改修を進めるとともに、地域ニーズを踏まえた施設の導

入も検討していきます。 

 

カ 農道 

対 象 施設数等 

農道 23 ㎞ 

   【概要】 

     農村地域において農業の用に供するために設けられた道路です。 

   【現状と課題】 

     本市で管理している農道は、昭和３０年３月から平成２０年３月の間に開拓財産として 

譲与を受けたもの、また、土地改良事業により整備され、その後移管されたものおよび地域

から寄付を受けたものです。その多くは昭和の時代に市に帰属し、現在までに相当の年数が

経過しており、老朽化に伴う劣化破損が多数発生しています。 

【今後の方向性】 

 定期的な点検の実施により、計画的な保全を行い、農道全体の長寿命化、維持管理経費の 

縮減・平準化を図ります。 

 

キ 液状化対策施設 

対 象 施設数等 

集排水管 6,237m 

その他管渠 1,549m 

入孔 142 か所 

水中ポンプ 10 基 

制御盤 5 基 

電線・ケーブル 544m 

   【概要】 

     液状化被害を軽減するための施設です。 

   【現状と課題】 

     本市では、平成２３年３月１１日に発生した東日本大震災により、美浜区を中心に地盤の 

    液状化が起こり、土砂の噴出や舗装の隆起陥没、ライフラインの損壊、家屋の傾斜等の甚大 

    な被害を受けました。 

このことから、今後の液状化被害を軽減するため、「市街地液状化対策事業」を推進し、磯

辺３丁目地区、磯辺４丁目地区において、液状化対策施設を設置しました。 

液状化対策施設は先進的な施設であることから、今後の維持管理体制の構築が課題です。 

【今後の方向性】 

  施設の長寿命化や維持管理費の縮減・平準化を推進するため、維持管理体制に関する計画

を策定します。 

 

ク 上水道施設 

対 象 施設数等 

浄水場  5 か所 

給水場 1 か所 

ポンプ場 1 か所 

計量施設 1 か所 

管路（導水管、送水管、配水管） 387 ㎞ 



- 72 - 

   【概要】 

     本市の一部地域（若葉区・緑区の一部）を給水区域として整備された管路や機場（浄水 

場、ポンプ場、給水場）です。 

【現状と課題】 

  本市の水道は、千葉市営水道、千葉県営水道及び四街道市営水道により給水しています。

このうち、千葉市営水道は、若葉区と緑区の各一部を給水区域としています。 

昭和４４年の事業開始から約半世紀が過ぎ、水道施設の老朽化が進んでおりますが、浄水 

場などの機械・電気・計装設備は、事後保全型の維持・修繕にて対応してきました。今後

は、設備より耐用年数が長い管路の本格的な更新・改良工事が始まるため、更なる更新需要

への対応が必要です。 

【今後の方向性】 

将来にわたり市民に安全で安心な水道水を安定して供給する必要があるため、将来の水需

要の見通し、水道施設の老朽度や市民生活等への影響度等を踏まえ、水道施設（管路）の耐

震化を含めた現有の水道施設の計画的な更新・整備を行い、長期間において安定した水道事

業の運営を目指します。 

また、設備ごとに実績を踏まえた更新年数を設定し、費用の縮減・平準化を図り、計画的

な更新を実施します。 

   

ケ 下水道施設 

対 象 施設数等 

管路 3,726 ㎞ 

処理場 2 か所 

ポンプ場 161 か所 

【概要】 

     主に都市部の雨水および汚水を、地下水路などで集めた後に公共用水域へ排出するための 

施設です。 

【現状と課題】 

本市の下水は、中央区を主とする「中央処理区」、中央区や若葉区、緑区を主とする「南部

処理区」、稲毛区や美浜区、花見川区を主とする「印旛処理区」に分かれ、中央浄化センタ

ー、南部浄化センター、県が管理する花見川第一終末処理場、花見川第二終末処理場の４か所

で処理しています。 

  膨大な下水道施設を適正に機能維持していくためには、点検・調査から修繕・改築に至る 

までの一連のプロセスを計画的に実施する必要があるため、平成３０年から令和４年度を計

画期間とする「千葉市下水道ストックマネジメント計画」を策定しました。 

【今後の方向性】 

  「千葉市下水道全体計画」に基づき、施設の集約化やダウンサイジングを進め、施設総量

の削減を図ります。 

「千葉市下水道ストックマネジメント計画」に基づき、施設の特性に応じた適切な保全を

行い、施設の長寿命化を図ります。 

  また、地震による下水道施設の機能不全等が市民生活や公衆衛生等に重大な影響を及ぼす

ことに鑑み、施設の集約化等を図る再構築事業と並行して「千葉市下水道総合地震対策計

画」を実施し、下水道管路および処理場の耐震化、マンホールトイレの設置を進め、大規模

地震発生時における下水道機能の確保を推進します。 
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コ 農業集落排水施設 

対 象 施設数等 

管路 123 ㎞ 

処理場 9 か所 

ポンプ施設 139 か所 

   【概要】 

     いわゆる農村下水道として、本市の一部地域（若葉区・緑区の一部）において、し尿、生 

活雑排水などの処理のために整備された施設です。 

   【現状と課題】 

     農業集落排水施設は、平成４年から平成１９年にかけて全１０地区で供用を開始し、標準

耐用年数を超えて稼働している施設が多数存在します。 

     今後は、将来にわたり農業集落排水を維持していくために、より合理的な施設の再編を進

め、維持管理コストを縮減していくことが必要です。 

【今後の方向性】 

管路施設は、重大事故の発生を未然に防止するため、幹線道路に埋設されているマンホー

ルと硫化水素の発生により劣化の進行が予想されるマンホールポンプ場及びその吐出先マン

ホールについて計画的に点検を行っていきます。 

電気設備及び機械設備は、故障の前兆がないことが多く、使用可能な期間の目安を把握す

ることが極めて難しいことから、これまでの各施設の稼働年数や標準耐用年数を考慮し、地

区単位で１３～１４年毎に更新します。 

また、既存施設の更新と、再編のために新設する施設の整備費用の平準化を図るため、最

適整備構想（ストックマネジメント計画）、再編計画し、経営戦略に反映します。 

将来的には農業集落排水のすべての処理場を廃止し、下水道への接続による施設の合理化

を図ります。 
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３ 歳出削減と歳入確保の取り組み 

 

（１）財産の有効活用 

ア 広告料収入・ネーミングライツ 

   ・ 

   ・ 

 

 

イ 余剰地・余剰床貸付 

   ・ 

   ・ 

 

 

 

ウ 駐車場の適正利用 

   ・ 

   ・ 

 

 

 

 

エ 未利用地の有効活用 

   ・ 

   ・ 

 

 

  

作成中 

作成中 

作成中 

作成中 
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（２）公共施設等マネジメントの推進 

ア ＰＰＰ／ＰＦＩの導入 

   ・ＰＦＩは、民間の資金やノウハウを活用した公共事業の実施手法であり、平成１１年の「民

間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」施行以降、国や地方公共団

体において導入が進められています。 

・本市では、「千葉市ＰＦＩ導入指針」（平成２９年３月改定）に基づき、ＰＦＩを活用し平成

１４年に「消費生活センター・計量検査所」、平成１７年に「少年自然の家」、「大宮学校給食

センター」、平成２２年に「新港学校給食センター」、平成２９年に「こてはし学校給食セン

ター」を開設していますが、今後の大規模事業の実施にあたっては、ＰＦＩを活用した効率

的かつ効果的な施設整備や良質なサービス提供を検討していく必要があります。 

・また、ＰＰＰ（公民連携）は、公民が連携して公共サービスの提供を行うスキームのことで

あり、ＰＦＩ、指定管理者制度などが含まれます。 

・本市では、令和元年８月１日現在、１５５施設に指定管理者制度を導入しています。 

・今後も公共施設等の設計・建設、維持管理、運営等において、民間事業者の資金、経営能力

及び技術的能力を活用することにより、市民へのサービスの向上と効率的な行財政運営の実

現が期待できる事業について、積極的にＰＦＩ・ＰＰＰを導入します。 

 

ＰＦＩ（Private Finance Initiative）とは 

これまで国や地方公共団体自らが実施してきた公共施設等の建設、維持管理、運営等を、

民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用して行うことで、公共サービスをより一層効率

的かつ効果的に提供する手法です。 

ＰＦＩでは、ＶＦＭ（Value for Money）の確保を目標に、従来「業務ごとに発注」「単年

度契約」「仕様発注」していたものを、民間事業者に「一括発注」「長期契約」「性能発

注」とするなど、民間資金・能力の活用を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇ＰＦＩの推進により期待される効果 

１ 低廉かつ良質な公共サービスが提供されること 

→事業コスト縮減による財政負担の縮減と、質の高い社会資本の整備や公共サービスの 

提供が可能になります。 

２ 公共サービスの提供における行政の関わり方の改革 

→民間事業者の自主性、創意工夫を尊重することにより、財政資金の効率的使用や新た

な官民パートナーシップが形成されます。 

３ 民間の事業機会を創出することを通じ、経済の活性化に資すること 

→民間に委ねることで、新規産業の創出や金融環境の整備推進が期待されます。 
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    ※ＶＦＭとは、ＰＦＩ事業における最も重要な概念

の一つで、支払い（Money）に対して最も価値の

高いサービス（Value）を供給するという考え方

のことです。従来の方式と比べてＰＦＩの方が総

事業費をどれだけ削減できるかを示す割合です。 

 

 

 

 

 

 

 

（内閣府民間資金等活用事業推進室「地方公共団体におけるＰＦＩ事業導入の手引き」より）  

 

ＰＰＰ（Public Private Partnership：公民連携）とは 

行政と民間が連携して、それぞれお互いの強みを生かすことによって、最適な公共サービ

スの提供を実現し、地域の価値や住民満足度の最大化を図るものであり、ＰＦＩは、ＰＰＰ

の代表的な手法の一つです。 

ＰＰＰの中には、ＰＦＩ、指定管理者制度、市場化テスト、公設民営（ＤＢＯ）方式、 

さらに包括的民間委託、自治体業務のアウトソーシング等も含まれます。 

 

 

イ 広域連携の検討 

   ・ 

    

 

    

 

ウ 取り組み体制 

   ・ 

    

  

作成中 

作成中 
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（３）財政健全化プランとの連携 

 

・本市は、財政危機を乗り越え、安定した収支バランスを確保するために平成２１年１０月に「脱・財政

危機」宣言を発出し、財政健全化の取組みを進めてきました。 

・具体的には「第１期財政健全化プラン（平成２２～２５年度）」、「第２期財政健全化プラン（平成２６～

２９年度）」を策定し、市債発行の抑制や債務の縮減に努めた結果、健全化判断比率等の各指標が「脱・

財政危機」宣言発出時と比較して着実に改善してきたことなどを踏まえ、財政危機状態を脱したものと

判断し、平成２９年９月に「脱・財政危機」宣言の解除を行いました。 

 

・上記のとおり財政危機状態は脱したものの、引き続き財政健全化の取組みは必要な状況にあることから、

現在「第３期財政健全化プラン（平成３０～令和３年度）」を策定し、財政健全化の取組みは推進してい

くとともに、本市の持続的発展につながる未来への投資についても財政健全化とのバランスを取りなが

ら着実に推進することとしています。 

・これらの状況を踏まえ、今後は財政健全化とのバランスを取りつつ、公共施設等の維持管理・更新等に

取り組みます。 

 

  



- 78 - 

４ 計画期間における公共施設等の維持管理・更新等に係る経費の見込み 

 

すべての公共施設等（公共建築物・インフラ施設）を対象に、計画期間にあたる令和２年度からの  

１０年間における公共施設等の維持管理・修繕、改修、更新等にかかる経費の見込みについて、試算

を行いました。なお、試算条件は資料編に記載のとおりです。 

 

 【耐用年数経過時に単純更新した（自然体の）見込み（１０年間）】（再掲） 

 

・すべての公共施設等を保有し続け、耐用年数経過時に単純更新すると仮定した（自然体の）場合、

令和２年度からの１０年間における公共施設等の維持管理・更新等に必要な経費は１年あたり  

約９７０億円となる見通しです。 

・これに対し、現在要している経費（過去５年間の投資実績額）を将来にわたって維持できると  

仮定した場合、１年あたり約５９５億円の額（投資可能額）が見込めますが、１年あたり    

約３７５億円の不足額（経費ギャップ）が生じます。 

 

■図表 耐用年数経過時に単純更新した（自然体の）見込み（１０年間）（再掲） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

約1.6倍 
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【長寿命化等の対策を踏まえた（対策後の）見込み（１０年間）】 

 

・第４章「公共施設等の総合的かつ計画的な管理に関する基本的な考え方」に定めた長寿命化等の

対策を踏まえた（対策後の）場合、自然体の場合と比較して１年あたり２５０億円の縮減（効果

額）が見込めます。 

・しかし、現在要している経費に対し、１年あたり約１２５億円の不足額（経費ギャップ）が生

じる見込みです。 

 

・そのため、対策費用のさらなる縮減を検討しつつ、必要な対策を先送りせずに着実に取り組むと

ともに、財政健全化路線を維持できる範囲内で公共施設等の維持管理・更新等にかかる対策費用

を上増しすることで、経費ギャップ比を約１．０倍～１．１倍に改善します。 

 

■図表 長寿命化等の対策を踏まえた（対策後の）見込み（１０年間） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

約1.6倍 

約1.0～1.1倍に改善 
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【参考】中長期的な目標と３０年間の公共施設等の維持管理・更新等に係る中長期的な経費の見込み 

 

（１）中長期的な目標 

 

 

 

 

 

 

 

（２）３０年間の公共施設等の維持管理・更新等に係る中長期的な経費の見込み 

 

すべての公共施設等（公共建築物・インフラ施設）を対象に、令和２年度からの３０年間における

公共施設等の維持管理・修繕、改修、更新等にかかる経費の見込みについて、試算を行いました。   

なお、試算条件は資料編に記載のとおりです。 

 

【耐用年数経過時に単純更新した（自然体の）見込み（３０年間）】（再掲） 

 

 ・すべての公共施設等を保有し続け、耐用年数経過時に単純更新すると仮定した（自然体の） 

  場合、令和２年度からの３０年間における公共施設等の維持管理・更新等に必要な経費は 

１年あたり約９５０億円となる見通しです。 

・これに対し、現在要している経費（過去５年間の投資実績額）を将来にわたって維持できると  

仮定した場合、１年あたり約５９５億円の額（投資可能額）が見込めますが、１年あたり    

約３５５億円の不足額（経費ギャップ）が生じます。 

 

■図表 耐用年数経過時に単純更新した（自然体の）見込み（３０年間）（再掲） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後３０年間における公共施設等の維持管理・更新等に係る経費について、 

経費ギャップ比（必要額に対する投資可能額の比）を約１．０倍にすることを目指します。 

約1.6倍 
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【長寿命化等の対策を踏まえた（対策後の）見込み（３０年間）】 

 

・第４章「公共施設等の総合的かつ計画的な管理に関する基本的な考え方」に定めた長寿命化等

の対策を３０年間継続して実施した場合、１年あたり約６３０億円となる見通しで、自然体の

場合と比較して１年あたり３２０億円の縮減（効果額）が見込めます。 

・しかし、現在要している経費に対し、１年あたり約３５億円の不足額（収支ギャップ）が生じ

ます。 

 

■図表 長寿命化等の対策を踏まえた（対策後の）見込み（３０年間） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・今後３０年間では、前期１０年間（令和２年度から令和１１年度まで）から、徐々に必要額

が減少する見通しとなっています。 

   ・長寿命化等の対策を総合的かつ計画的に行うことで、将来的な維持管理・更新等にかかる経費

を縮減することができるため、本計画期間に定めた対策を先送りせずに、着実に取り組むこと

が必要です。 

 

■図表 １年あたりの平均必要額の経年推移（１０年ごと） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

約1.０倍を目指す 

約1.6倍 
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   ■図表 公共建築物の必要額の経年推移（１０年単位） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ■図表 インフラ施設の必要額の経年推移（１０年単位） 
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第５章 取り組みの推進にあたって 

 

１ 計画の推進体制 

 

・本計画に基づく取り組みを推進するため、PDCA サイクルに基づく計画の進捗管理や見直し、庁内

横断的な施設の適正管理の取り組みの検討等を行う「主管課長等会議」を設置することで、庁内の

連携・協力を一層緊密にし、横断的な連携・協力を図ります。 

・必要に応じて国や県などの関係機関とも連携し、取り組みを進めます。 

・千葉市資産経営推進委員会（附属機関）からの意見聴取を、適宜行います。 

 

 ■図表 計画の推進体制イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 市民、議会への理解促進 

 

・本計画に基づく取り組みについては、市民や議会の理解が必要です。 

・このため、厳しい財政見通しなどの認識を共有しながら、公共建築物の再配置など、まちづくり

に取り組めるよう、情報提供に努めます。 

・特に、施設の移転や廃止については、施設利用者や地元住民の方の理解が必要であることから、

適宜、説明・発信や意見聴取を行います。 

・必要に応じて市民参加等の機会を設けるなど、市民と市（行政）が一体となった取り組みを進めま

す。 

・これらの対応とあわせ、議会への適切な段階における説明を行います。 

 

総務局 総合政策局 財政局 市民局

保健福祉局 こども未来局 環境局 経済農政局

都市局 建設局 中央区 花見川区

稲毛区 若葉区 緑区 美浜区

消防局 水道局 病院局 教育委員会事務局

〇庁内の全体・総合調整

〇資産経営に関する計画等の策定、進捗管理

・千葉市資産経営基本方針

・千葉市公共施設等総合管理計画

・千葉市公共施設等個別施設計画

〇千葉市資産経営システムの運用

・資産データベースの構築・管理

・施設の維持管理（点検・診断の実施、小規模な修繕等） ・資産カルテの作成・公開

・施設の長寿命化・老朽化対策等の実施 ・資産の総合評価の実施

・資産データの把握（利用実績（利用者数・稼働率等）、運営コスト等） ・計画的保全対応優先度の設定・活用及び建築部との連携

・市民ニーズ等の把握（利用者アンケートの実施など）

・資産の総合評価結果に基づく利用方針（案）の作成及び利用方針に基づく取組みの実施

・市民・議会への説明・発信（意見聴取）

・総合管理計画に定めたＰＤＣＡサイクルの推進

・個別施設計画の策定及び改訂（公共建築物のうち所管課で策定するもの、インフラ施設）

公共施設マネジメント所管部局
（財政局資産経営部）

個別施設所管部局
（各施設所管課）

主管課長等会議

総合管理計画の数値目標の検討、部局横断的な施設の適正管理の取組の検討、

計画の数値目標・取組みに対する評価、計画の改訂の検討　等
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３ 個別施設計画の策定 

 

・国において示される施設ごとのインフラ長寿命化計画（行動計画）などの状況を踏まえ、本計画で

定めた管理に関する基本的な考え方や取り組みの方向性に基づき、令和２年度を目途に、施設ごと

の個別施設計画を策定します。なお、本計画と個別施設計画との整合を図ります。 

 

 

４ 計画の進行管理（ＰＤＣＡサイクル） 

 

・本計画の実効性を確保するため、ＰＤＣＡサイクルを活用し、継続的な取り組みを行います。 

・施設に対するニーズの変化や今後の社会経済情勢を注視するとともに、個別施設計画の策定状況

や、各施設の取り組み状況等を踏まえ、３年を目途に計画の検証、見直しを行います。 

 

■図表 ＰＤＣＡサイクルイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

•計画の進捗管理

•数値目標の達成状況

•個別施設計画に基づく
取組みの達成状況 等

•総合管理計画の見直し

•評価を踏まえた見直し

•数値目標等の修正

•計画に基づく取組み

•維持管理、点検

•計画的保全

•施設の再配置 等

•総合管理計画の策定

•数値目標の設定

•取組みの推進方針策定

•計画の推進体制構築
Plan

（計画）
Do

（実施）

Check
（評価）

Action
（改善）
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資料編 

 

１ 資産経営に関するこれまでの主な取り組み 

 

平成２３年度 
財政局資産経営部を新設 

「千葉市資産経営基本方針」を策定 

平成２４年度 資産経営会議の設置（平成２５年度末廃止。その後は、政策会議を活用。） 

平成２５年度 

「千葉市資産経営システム」の構築・運用開始 

・資産データベース 

 ・資産カルテの作成・公表 

 ・資産の総合評価 

・保全対応優先度に基づく計画的保全（平成２６年度当初予算編成～） 

千葉市資産経営推進委員会（附属機関）の設置 

平成２６年度 

「千葉市計画的保全の手引き」を策定 

「千葉市公共施設見直し方針」を策定 

資産の総合評価結果に基づく利用調整を開始 

平成２７年度 「千葉市公共施設等総合管理計画」を策定 

平成２８年度 「千葉市公共施設再配置推進指針 第１期」を策定 

平成３０年度 「千葉市公共施設等個別施設計画」を策定 

令和元年度 

「千葉市資産経営基本方針」及び「千葉市公共施設等総合管理計画」を改訂 

※計画体系を整理し、「千葉市公共施設見直し方針」、「千葉市公共施設再配

置推進指針 第１期」を「千葉市公共施設等総合管理計画」に一本化 
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２ これまでの取組事例 

 

取組事例１ 文化交流プラザの廃止 

 

文化交流プラザは、熱源設備などの設備更新に平成３０年度以降の５年間で１０億円程度を要する

見込みであるなど、維持管理に多額のコストを要する状況であった。 

また、ＪＲ千葉駅周辺に集中立地する他の市文化施設（千葉市民会館及び千葉市文化センター）の

中で最も利用率が低く、音楽ホール以外の諸室等についても利活用に関する検討を行ったものの、 

改修等に多額の費用を要することなどから、市として施設全体の活用は難しかった。 

土日祝日の音楽ホール需要を市民会館等で吸収することは難しいことから、音楽ホール継続（１０

年以上）の条件を設定し施設を売却した事例である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組事例２ 蘇我コミュニティセンターの整備 

 

 

 

 

 

 

取組事例３ 中央区役所移転と美術館の拡張 

 

 

 

 

 

 

取組事例４ 千葉市ユースホステル（現 昭和の森フォレストビレッジ）の実施主体の変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

作成中 

作成中 

作成中 



- 87 - 

３ 公共施設等の維持管理・更新等に係る中長期的な経費の見込み 主な試算条件 

 

・維持管理・修繕 

施設、設備、構造物等の機能の維持のために必要となる点検・調査、補修、修繕などをいう。   

なお、補修、修繕については、補修、修繕を行った後の効用が当初の効用を上回らないものをいう。 

例えば、法令に基づく法定点検や施設管理者の判断で自主的に行う点検、点検結果に基づく消耗

部品の取替え等の軽微な作業、外壁コンクリートの亀裂の補修等を行うこと。 

 

・改修 

公共施設等を直すこと。改修を行った後の効用が当初の効用を上回るものをいう。例えば、耐震

改修、長寿命化改修など。転用も含む。 

 

・更新等 

老朽化等に伴い機能が低下した施設等を取り替え、同程度の機能に再整備すること。除却も含む。 

 

 

（１） 耐用年数経過時に単純更新した（自然体の）見込み 

 

ア 公共建築物 

・維持管理・修繕は、実績等を考慮して算出。 

・改修・更新等は「地方公共団体の財政分析等に関する調査研究会報告書（平成２３年３月 財

団法人自治総合センター）」を参考に、下記のとおり条件を設定して算出。 

 

  （ア）学校 

   ・維持管理・修繕は、実績等を考慮して算出。 

   ・改修は、建築後２０・４０年で原状回復を目的とした大規模改造を行うと想定。改修単価は、

実績等を考慮して算出。 

・更新等は、「地方公共団体の財政分析等に関する調査研究会報告書（平成２３年３月 財団法人

自治総合センター）」において、公共施設等の建築物の耐用年数を６０年と仮定するとされてい

ることを踏まえ、建築後６０年で建替えを行うと想定。更新単価は、実績等を考慮して算出。 

   ・更新等は、校舎、体育館の各々の一番古い棟の建築年度を基準に建替えを行うと想定。 

   ・更新等は、既存の床面積から平成３０年度現在の空き教室分を除外して更新。 

   ・更新等は２か年度、改修は単年度で費用を計上。 

   ・小規模な建物（武道場、倉庫、部室等概ね 200 ㎡以下の建物）や軽量鉄骨造の校舎、プール等

の改修、更新等は非計上。 

 

  （イ）市営住宅 

   ・建築後３０年で大規模改修を行うと想定。改修単価は、更新単価の６割と想定。 

   ・建築後５０年で建替えを行うと想定。更新単価は、すでに更新費用の試算に取り組んでいる地

方公共団体の調査実績、設定単価等を基に算出。 

 

  （ウ）ごみ処理施設 

   ・「廃棄物処理施設長寿命化計画総合計画作成の手引き（ごみ焼却施設編）（平成２２年３月   

環境省）」に基づき、建築後１５年で改修、建築後３５年で更新すると想定。 

   ・更新単価は、実績等を考慮して算出。改修単価は、更新単価の６割と想定。 

 

  （エ）保育所・認定こども園 
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    ・一般的な改修周期に拘らず、実績を踏まえ、毎年度平均的に改修を行うものと想定。 

・建築後６０年※で更新を行うものとして想定。 

・改修単価及び更新単価は、実績等を考慮して算出。 

 

  （オ）その他の施設（子どもルーム、動物公園、資産の総合評価の対象等） 

・建築附属設備（電気設備、昇降機設備等）及び配管の耐用年数がおおむね１５年であること

から、２回目の改修である建築後３０年で建築物の大規模改修を行い、建築後６０年※で  

建て替えを行うと想定。 

・「地方公共団体の財源分析等に関する調査研究会報告書」を参考に、用途分類ごとに単価を 

設定して算出。建替え単価には、建替えに伴う解体、仮移転費用、設計料は含むものとして

想定し、大規模改修単価は、建替え単価の６割で計算。 

・大規模改修及び建替え時は、既存の面積を維持すると想定。 

 

※「地方公共団体の財政分析等に関する調査研究会報告書」において、標準的な耐用年数（日本

建築学会「建築物の耐久計画に関する考え方」）とされる６０年を採用している。 

 

 

イ インフラ施設 

（ア） 道路施設 

① 橋梁・歩道橋 

     ・耐用年数を橋種・環境に応じ 50～75 年と想定。 

・全て事後保全型で予測。 

 

② 舗装 

 ・維持管理、修繕は、実績等を考慮して算出。 

・耐用年数を 34 年と想定。 

・全て事後保全型で予測。 

 

③ のり面・擁壁・自由通路 

   ・各施設の維持管理、修繕は、実績等を考慮して算出。 

・全て整備年度及び一般的な耐用年数から更新年度を算出。 

 

④ トンネル・カルバート 

   ・維持管理、修繕は、実績等を考慮して算出。 

・耐用年数を 75 年と仮定。 

・全て事後保全型で予測。 

 

⑤ 案内標識・照明灯・シェルター・ポンプ・遮音壁 

   ・各施設の整備実績をもとに更新費を算出。 

・全て整備年度及び一般的な耐用年数から更新年度を算出。 

 

⑥ 昇降機 

   ・更新費は見積を考慮して算出。 

・全て計画耐用年数を 25 年として更新年度を算出。 

 

⑦ 交通安全施設類・排水施設・電線共同溝 

 ・維持管理、修繕、改修、更新等、すべて実績等を考慮して算出。 
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⑧ 自転車駐車場・自転車保管場 

     ・維持管理・修繕は、実績等を考慮して算出。 

     ・更新は、実績等を考慮して算出。立体自転車駐車場の耐用年数は、３１年と仮定。 

     ・大幅に耐用年数が過ぎている設備を更新し、それ以外の設備等は不具合が生じてから修繕

を実施すると想定。 

 

⑨ 街路樹 

     ・更新等を行わず、令和２年度現在の本数・水準で維持管理・修繕すると想定。 

 

⑩ その他（共同溝（豊砂地区）） 

     ・維持管理・修繕は、実績等を考慮して算出。 

     ・更新は、実績等を考慮して算出。耐用年数は７５年と想定。 

 

  （イ）モノレール施設 

・維持管理・修繕は、千葉都市モノレール株式会社が実施し、一部を市が負担している。 

・点検結果や法定耐用年数などを基に、更新年度を算出し、事後保全型にて更新すると想定。 

 

  （ウ）河川施設 

    ・維持管理・修繕は、実績等を考慮して算出。 

    ・更新は、実績等を考慮して算出。耐用年数は４５年と想定。 

 

  （エ）砂防施設 

  ・改修は、実績等を考慮して算出。建設から３０年経過後に大規模改修を行うと想定。 

 

  （オ）公園施設 

   ・維持管理・修繕は、実績等を考慮して算出。 

  ・更新は、実績等を考慮して算出。「公園施設長寿命化計画策定指針（案）」（国土交通省）の 

考え方に基づき、更新年数を施設毎に設定。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （カ）農道 

    ・AS 舗装の損傷要因の大半は、大型車交通によるものであり、国土交通省の資料によると  

大型車１００台未満が通行する道路は、３０年経過しても舗装のひび割れ率は２０％となっ

ている。農道と一般道路では、舗装構成が異なり、農道舗装における脆弱性はあるが、利用

車両及び台数を考慮すると同等程度と判断でき、舗装の耐用年数を３０年と仮定。 

    ・更新単価は、千葉市積算基準を参考。 
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  （キ）液状化対策施設 

    ・更新は、実績を考慮して算出。 

・耐用年数は、個々の施設ごとに設定。 

 

  （ク）上水道施設 

    ・維持管理・修繕は、実績等を考慮して算出。 

    ・更新は、管路と設備で分けて算出。更新単価は、実績等を考慮して算出。 

    ・管路は、法定耐用年数の４０年を基準として今後超過する見込みの管路の更新費用を算出。 

    ・設備は、各設備の項目ごとに設定された法定耐用年数（８年～６０年）を基準として、今後

超過する見込みの設備の更新費用を算出。 

 

  （ケ）下水道施設 

    ・維持管理・修繕は、実績等を考慮して算出。 

    ・更新は、実績等を考慮して算出。耐用年数は、「下水道施設の改築について（平成２８年４月

１日付け国水下事第１０９号下水道事業課長通知）」の別表に定められている「標準耐用年

数」を参考に設定。 

 

  （コ）農業集落排水施設 

・維持管理・修繕は、実績等を考慮して算出。 

・処理場施設については、機械、電気設備の標準耐用年数を考慮し、１３年から１４年で更新

する費用を算出。 

・ポンプ場施設の更新費用は実績を考慮して算出。 
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（２）長寿命化等の対策を踏まえた（対策後の）見込み 

 

ア 公共建築物 

 ・維持管理・修繕は、実績等を考慮して算出。 

 

  （ア）学校 

    ・改修は、建築後２０・６０年で原状回復を目的とした大規模改造、建築後４０年で建物・設

備の性能・機能向上も含めた保全を行うアップデート改修を実施すると想定。改修単価は、

実績等を考慮して算出。 

・更新等は、「建築物の耐久計画に関する考え方（昭和６３年 社団法人日本建築学会）」に  

おいて、建築物全体の望ましい目標使用年数として、鉄筋コンクリート造の学校の場合、  

普通品質で５０～８０年とされていることから、原則として８０年で建替えを行うと想定。

ただし、一部の建物については、コンクリートの圧縮強度や中性化深さの状況に応じて７０

年または６０年で建替えを行うと想定。更新単価は、実績等を考慮して算出。 

    ・改修、更新等は２か年度で費用を計上。 

    ・統合に伴い廃校となる学校のうち、統合校の設置場所とならない学校は、目標使用年数に  

到達した段階で校舎単位又は体育館単位で解体すると想定。 

    ・更新等は、平成３０年度現在の校舎総面積に対して、今後４０年間における更新後の校舎  

面積が７０％となるよう建替えを行うと想定。 

    ・「統合に伴い廃校となる学校のうち、統合校の設置場所とならない学校の敷地」及び「平成 

３０年度現在で学校用地として使用していない敷地」のうち、市街化区域に所在するものを

売却すると想定。 

    ・小規模な建物（武道場、倉庫、部室等概ね 200 ㎡以下の建物）や軽量鉄骨造の校舎、プール

等の改修、更新等は非計上。 

 

  （イ）市営住宅 

    ・改修は、建築後３０年で大規模改修を行うと想定。改修単価は、更新単価の６割と想定。 

    ・更新等は、長寿命化対策を行う耐火構造の建築物については、耐用年数を７０年とし、建築

後７０年で建替えを行うと想定。建替え時に、延床面積を一律２２％縮減すると想定して 

試算。更新単価は、すでに更新費用の試算に取り組んでいる地方公共団体の調査実績、設定

単価等を基に算出。 

    ・長寿命化対策を行わない木造や準耐火建築物については、今後１０年間で用途廃止するもの

と想定。 

    ・用途廃止した団地及び縮減して建替えを行う団地の余剰地売却益は、公示価格を参考に算出。 

 

  （ウ）ごみ処理施設 

    ・更新単価は、実績等を考慮して算出。 

    ・北谷津清掃工場跡地に新清掃工場を建設し、令和８年度末に運用開始すると想定。 

    ・北清掃工場は、運用させながら延命化の整備を実施し、令和１２年度末まで運用すると想定。 

    ・新港清掃工場は、新清掃工場の運用に合わせて停止し、リニューアル整備実施後、北清掃  

工場の停止にあわせ令和１３年度末に運用開始すると想定。 

 

  （エ）保育所・認定こども園 

    ・一般的な改修周期に拘らず、実績を踏まえ、毎年度平均的に改修を行うものと想定。 

・建築後６０年※で更新を行うものとして想定。 

・改修単価及び更新単価は、実績等を考慮して算出。 
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  （オ）動物公園 

・対象施設の健全度判定を行った結果、施設の老朽化が進行していないことが判明したため、

改修については行わず、更新のみを行うものと仮定。 

・更新単価は、設計会社及び設備会社にて算出した単価を採用。 

 

  （カ）子どもルーム 

・改修・更新等は「地方公共団体の財政分析等に関する調査研究会報告書（平成２３年３月  

財団法人自治総合センター）」を参考に、下記のとおり条件を設定して算出。 

・建築附属設備（電気設備、昇降機設備等）及び配管の耐用年数がおおむね１５年であること

から、２回目の改修である建築後３０年で建築物の大規模改修を行い、建築後６０年※で建

て替えを行うと想定。 

・単独施設は、建築後３０年の大規模改修及び建築後６０年の建替え時に、一律に学校の余裕

教室に移転すると想定。 

・移転費用は、実績等を考慮して算出。 

 

※「地方公共団体の財政分析等に関する調査研究会報告書」において、標準的な耐用年数（日本

建築学会「建築物の耐久計画に関する考え方」）とされる６０年を採用している。 

 

  （キ）その他の公共建築物（資産の総合評価の対象施設等） 

・「地方公共団体の財源分析等に関する調査研究会報告書」を参考に、用途分類ごとに単価を 

設定して算出。建替え単価には、建替えに伴う解体、仮移転費用、設計料は含むものとして

想定し、大規模改修単価は、実績等を考慮して算出。 

・大規模改修及び建替え時は、既存の面積を維持すると想定。 

・余剰地の売却額は、１㎡あたりの本市平均類似時価単価に余剰地の面積を乗じて算出。 

・改修・更新等は「地方公共団体の財政分析等に関する調査研究会報告書（平成２３年３月  

財団法人自治総合センター）」を参考に、資産の総合評価結果により、大規模改修及び建替え

の時期等の条件を下記のとおり設定して試算。 

① 計画的保全対象施設の場合 

・建築後３０年、６０年で大規模改修を実施し、築後８０年で建替えると想定。 

② 当面継続施設の場合 

・築後３０年で設備等改修、築後５０年で建替えると想定。 

・建替え時に、複合化等による総量縮減を行い、延床面積を２０％縮減すると想定。また、

縮減した面積に応じて運営コストを縮減するとともに、総量縮減により生じた余剰地を売

却すると想定。 

・運営コストの縮減額は、１㎡あたりの運営コストに延床面積の縮減面積を乗じて算出。 

③ 見直し施設 

・廃止と想定。 

・施設の廃止により生じた余剰地は売却すると想定。 

 

イ インフラ施設 

  （ア）道路施設 

① 橋梁・歩道橋 

     ・耐用年数を橋種・環境に応じ 60～100 年に設定。 

・管理水準を設定し、維持管理シナリオに応じた補修計画。 

 

② 舗装 
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・維持管理、修繕は、実績等を考慮して算出。 

・大規模な施設更新が発生しないような管理。 

・使用限界に達する前に予防保全の観点から修繕を実施し、長寿命化する。 

 

③ のり面・擁壁・自由通路 

・各施設の維持管理、修繕は、実績等を考慮して算出。 

・同種の管理手法(橋)の比率から対策後の費用と更新年度を算出。 

 

④ トンネル・カルバート 

・維持管理、修繕は、実績等を考慮して算出。 

・大規模な施設更新が発生しないような管理。 

・使用限界に達する前に予防保全の観点から修繕を実施し、長寿命化する。 

 

⑤ 案内標識・照明灯・シェルター・ポンプ・遮音壁 

・各施設の整備実績をもとに更新費を算出。 

・全て整備年度及び一般的な耐用年数から更新年度を算出し、更新時期の平準化を図る。 

 

⑥ 昇降機 

・更新費は見積を考慮して算出。 

・更新時期の平準化を図るため、計画耐用年数を 25～30 年として更新年度を算出。 

 

⑦ 交通安全施設類・排水施設・電線共同溝 

・維持管理、修繕、改修、更新等、すべて実績等を考慮して算出。 

 

⑧ 自転車駐車場・自転車保管場 

・使用可能年数を超える設備を計画的に更新することにより、自然体の維持管理・修繕費を

低減すると仮定。 

     ・自転車駐車場設備は補修による長寿命化が期待できないため、計画更新すると仮定。 

     ・立体自転車駐車場は、３０年で点検を行い、３１年を経過した時点で、大規模改修を実施

し、６０年を使用目標とする。 

     ・大規模改修単価は、更新にかかる費用の６割と想定。 

 

⑨ 街路樹 

・街路樹（高木）を更新対象として算出。 

     ・安全面の確保を最優先に危険度の高い樹木から２００本／年伐採、令和６年度から１００

本／年捕植すると想定。 

     ・更新費は、実績等を考慮して算出。 

 

⑩ その他（共同溝（豊砂地区）） 

・維持管理・修繕は、実績等を考慮して算出。 

     ・自然体と比較し、各年の設備保守点検費用を縮減すると想定。３年に１度、施設全体の  

設備保守点検を行うと想定。 

     ・更新は、実績等を考慮して算出。耐用年数は７５年と仮定。 

 

  （イ）モノレール施設 

・維持管理・修繕は、千葉都市モノレール株式会社が実施し、一部を市が負担している。 

・点検結果や実耐用年数などを基に、更新年度を算出し、更新時期の平準化を図ると想定。 
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・架け替えのないよう大規模な施設更新が発生しないような管理を想定。 

・管理水準を設定し、維持管理シナリオに応じた補修計画を想定。 

 

  （ウ）河川施設 

    ・維持管理・修繕は、実績等を考慮して算出。 

    ・更新は、実績等を考慮して算出。耐用年数は４５年と想定。 

 

  （エ）砂防施設 

   ・維持管理・修繕は実績等を考慮して算出。 

    ・維持管理・修繕を実施することにより、大規模改修を行うまでの期間が１０年延長されるこ

ととし、建設から４０年経過後に大規模改修を行うと想定。また、自然体の見込みに比べ、  

大規模改修に要するｍ当たり単価が５割縮減されると想定。 

 

  （オ）公園施設 

・維持管理・修繕は、実績等を考慮して算出。 

    ・更新は、実績等を考慮して算出。「公園施設長寿命化計画策定指針（案）」（国土交通省）の 

考え方に基づき、更新年数を施設毎に設定。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （カ）農道 

   ・AS 舗装の損傷要因の大半は、大型車交通によるものであり、国土交通省の資料によると大

型車１００台未満が通行する道路は、３０年経過しても舗装のひび割れ率は２０％となって

いる。現農道は、既に３０年以上経過しているため、当初１５年間は、ひび割れ率を３０％

とし、以後１５年ごとにひび割れ率を２０％として舗装改修していくと仮定。 

    ・更新単価は、千葉市積算基準を参考。 

 

  （キ）液状化対策施設 

   ・更新は、実績を考慮して算出。なお、定期点検等で状態把握が可能な施設については、点検

状況により更新時期を判断。 

 

  （ク）上水道施設 

   ・維持管理・修繕は、実績等を考慮して算出・ 

   ・更新は、管路と設備で分けて算出。更新単価は、実績等を考慮して算出。 

   ・管路は、実使用年数（４０年～８０年）を基準として更新費用を算出。算出にあたっては、

管路の耐震性や地域防災計画等を考慮し、今後１０年間に更新が必要な管路について費用の

平準化を行うと想定。 

  ・設備は、各設備の項目ごとに設定された実使用年数（８年～７３年）を基準として更新費用

 



- 95 - 

を算出。算出にあたっては、異常発生リスク、影響度（供給先の世帯数）を考慮し、今後   

１０年間に更新が必要な管路について費用の平準化を行うと想定。 

・井戸水を浄水処理し配水している浄水場については、将来廃止・別系統へ統合することとし、

施設廃止後も十分な給水能力が維持できるよう管路の整備や改良等を実施する。 

   

（ケ）下水道施設 

   ・維持管理・修繕は、実績等を考慮して算出。 

   ・更新は、管路と設備で分けて算出。 

【管路】 

・更新単価は、実績等を考慮して設定。 

・試算期間は 100 年間に設定。 

・改築対象は、劣化予測式によって、緊急度Ⅰとなった施設。 

・事業量は試算期間で平準化して設定し、単価を用いて事業費を算出。 

【処理場・ポンプ場】 

・更新費は、現施設の取得価格を参考に設定。 

・試算期間は 50 年間に設定。 

・改築対象は、発生確率、影響度を考慮したリスクの高い資産。 

・事業量は 30 年間で改築対象施設のストックを 0 にするように設定し、事業費を算出。 

 

  （コ）農業集落排水施設 

・維持管理・修繕は、実績等を考慮して算出。 

・農業集落排水については、将来的に流末を下水道へ接続し、全ての処理場を廃止することを

検討していることから、既存の処理場の更新時期を考慮した上で、最短のスケジュールとな

る再編を行った場合の費用を算出。 

・ポンプ場施設の更新費用は実績を考慮して算出。 
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４ 資産の総合評価結果一覧 

  

ア １巡目（平成２５年度～平成２９年度） 

 

※評価番号が「―」の施設は、データ評価で課題がなかったこと等により総合評価は実施していません。 

 

 

評価番号 施設名 評価結果 方向性

25-1 中央コミュニティセンター 見直し 複合化・類似機能の統合

25-2 中央コミュニティセンター松波分室 継続利用 当面継続

- 蘇我コミュニティセンター

25-3 畑コミュニティセンター 継続利用 当面継続

25-4 幕張コミュニティセンター 継続利用 当面継続

25-5 花島コミュニティセンター 継続利用 当面継続

- 穴川コミュニティセンター

25-6 長沼コミュニティセンター 継続利用 当面継続

25-7 都賀コミュニティセンター 継続利用 継続（計画的保全対象）

25-8 千城台コミュニティセンタ－ 継続利用 当面継続

25-9 鎌取コミュニティセンター 継続利用 継続（計画的保全対象）

25-10 土気あすみが丘プラザ 継続利用 継続（計画的保全対象）

- 高洲コミュニティセンター

- 真砂コミュニティセンター

- 蘇我勤労市民プラザ

25-11 長沼原勤労市民プラザ 継続利用 当面継続

25-12 幕張勤労市民プラザ 継続利用 継続（計画的保全対象）

25-13 松ヶ丘公民館 継続利用 当面継続

- 生浜公民館

- 新宿公民館

25-14 宮崎公民館 継続利用 当面継続

25-15 葛城公民館 継続利用 当面継続

25-16 末広公民館 継続利用 当面継続

25-17 椿森公民館 継続利用 当面継続

25-18 川戸公民館 継続利用 当面継続

25-19 星久喜公民館 継続利用 当面継続

- 幕張公民館

- 花園公民館

25-20 犢橋公民館 見直し 複合化・類似機能の統合

- 検見川公民館

25-21 花見川公民館 継続利用 当面継続

25-22 さつきが丘公民館 継続利用 当面継続

25-23 こてはし台公民館 継続利用 当面継続

25-24 長作公民館 継続利用 当面継続

25-25 朝日ケ丘公民館 継続利用 当面継続

- 幕張本郷公民館

25-26 小中台公民館 継続利用 継続（計画的保全対象）

- 黒砂公民館

- 轟公民館

(データ評価で建物性能に課題あり。施設移転予定のため、総合評価実施せず。継続利用）

（データ評価で課題なし。継続利用）

（データ評価で課題なし。継続利用）

(データ評価で建物性能に課題あり。施設移転予定のため、総合評価実施せず。継続利用）

（データ評価で課題なし。継続利用　※H27年度廃止予定。）

（データ評価で課題なし。継続利用）

（データ評価で課題なし。継続利用）

（データ評価で課題なし。継続利用）

（データ評価で課題なし。継続利用）

（データ評価で課題なし。継続利用）

（データ評価で課題なし。継続利用）

（データ評価で課題なし。継続利用）

（データ評価で課題なし。継続利用）
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評価番号 施設名 評価結果 方向性

25-27 稲毛公民館 継続利用 当面継続

25-28 千草台公民館 継続利用 当面継続

25-29 草野公民館 継続利用 当面継続

25-30 山王公民館 継続利用 当面継続

25-31 都賀公民館 継続利用 当面継続

25-32 緑が丘公民館 継続利用 当面継続

25-33 千城台公民館 継続利用 当面継続

25-34 更科公民館 継続利用 当面継続

25-35 白井公民館 継続利用 当面継続

25-36 加曽利公民館 継続利用 当面継続

25-37 大宮公民館 継続利用 当面継続

25-38 みつわ台公民館 継続利用 当面継続

25-39 若松公民館 継続利用 継続（計画的保全対象）

- 桜木公民館

- 誉田公民館

25-40 椎名公民館 継続利用 当面継続

- 土気公民館

25-41 越智公民館 継続利用 当面継続

- おゆみ野公民館

- 稲浜公民館

25-42 稲浜公民館別館 見直し 類似機能の統合

25-43 幕張西公民館 継続利用 当面継続

25-44 磯辺公民館 継続利用 当面継続

25-45 幸町公民館 継続利用 当面継続

- 高浜公民館

- 打瀬公民館

25-46 中央いきいきプラザ 継続利用 当面継続

- 花見川いきいきプラザ

- 稲毛いきいきプラザ

25-47 若葉いきいきプラザ 継続利用 当面継続

25-48 緑いきいきプラザ 継続利用 当面継続

25-49 美浜いきいきプラザ 継続利用 当面継続

25-50 蘇我いきいきセンター 継続利用 当面継続

- 花見川いきいきセンター

25-51 さつきが丘いきいきセンター 継続利用 当面継続

25-52 あやめ台いきいきセンター 継続利用 当面継続

25-53 大宮いきいきセンター 継続利用 当面継続

- 都賀いきいきセンター

25-54 越智いきいきセンター 継続利用 当面継続

25-55 土気いきいきセンター 継続利用 当面継続

25-56 真砂いきいきセンター 継続利用 当面継続

25-57 おゆみ野ふれあい館 継続利用 当面継続

25-58 幸老人センター 見直し 貸付・売却等

25-59 小中台地域福祉交流館 継続利用 当面継続

25-60 犢橋地域福祉交流館 継続利用 当面継続

（データ評価で課題なし。継続利用）

（データ評価で課題なし。継続利用）

（データ評価で課題なし。継続利用）

（データ評価で課題なし。継続利用）

（データ評価で課題なし。継続利用）

（データ評価で課題なし。継続利用）

（データ評価で課題なし。継続利用）

（データ評価で課題なし。継続利用）

（データ評価で課題なし。継続利用）

（データ評価で課題なし。継続利用）

（データ評価で課題なし。継続利用）
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評価番号 施設名 評価結果 方向性

25-61 生涯学習センター 継続利用 継続（計画的保全対象）

25-62 南部青少年センター 継続利用 当面継続

- 南部児童文化センター

25-63 市民会館 継続利用 当面継続

25-64 文化センター 継続利用 当面継続

25-65 文化交流プラザ 見直し 集約化・複合化

25-66 若葉文化ホール 継続利用 当面継続

- 美浜文化ホール

26-1 千葉公園スポーツ施設 見直し 類似機能の統合

26-2 武道館 見直し 類似機能の統合

26-3 千葉ポートアリーナ 継続利用 継続（計画的保全対象）

26-4 蘇我スポーツ公園 継続利用 継続（計画的保全対象）

26-5 青葉の森スポーツプラザ 継続利用 当面継続

- 宮崎スポーツ広場

- 花島公園スポーツ施設

26-6 こてはし温水プール 継続利用 継続（計画的保全対象）

- 犢橋公園

- 宮野木スポーツセンター

26-7 みつわ台第2公園スポーツ施設 継続利用 継続（計画的保全対象）

26-8 北谷津温水プール 継続利用 当面継続

26-9 中田スポーツセンター 継続利用 当面継続

26-10 大宮スポーツ広場 継続利用 当面継続

26-11 市民ゴルフ場 継続利用 当面継続

26-12 古市場公園スポーツ施設 継続利用 当面継続

- 有吉公園スポーツ施設

26-13 昭和の森 継続利用 当面継続

26-14 幸町公園 継続利用 当面継続

- 高洲市民プール

26-15 稲毛海浜公園スポーツ施設 継続利用 当面継続

26-16 袖ヶ浦第４緑地 継続利用 継続（計画的保全対象）

- 千葉アイススケート場

-
千葉マリンスタジアム
（ZOZOマリンスタジアム）

26-17 市民ギャラリー・いなげ 継続利用 当面継続

- 美術館

26-18 郷土博物館 継続利用 当面継続

- 加曽利貝塚博物館

26-19 埋蔵文化財調査センター 継続利用 当面継続

- 科学館

27-1 中央図書館 継続利用 継続（計画的保全対象）

27-2 みやこ図書館 継続利用 当面継続

27-3 花見川図書館 継続利用 当面継続

- 稲毛図書館

27-4 若葉図書館 継続利用 当面継続

- 緑図書館

27-5 美浜図書館 継続利用 継続（計画的保全対象）

（データ評価で課題なし。継続利用）

（データ評価で課題なし。継続利用）

（建替え着手済み。評価せず）

（あり方について別途検討。評価せず）

（データ評価で課題あり。平成26年度末廃止予定のため総合評価実施せず。）

（データ評価で課題なし。継続利用）

（データ評価で課題なし。継続利用）

（データ評価で課題なし。継続利用）

（データ評価で課題なし。継続利用）

（データ評価で課題なし。継続利用）

（データ評価で課題なし。継続利用）

（データ評価で課題なし。継続利用）

（データ評価で課題なし。継続利用）

（データ評価で課題なし。継続利用）

（データ評価で課題なし。継続利用）
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評価番号 施設名 評価結果 方向性

27-6 みやこ図書館白旗分館 継続利用 当面継続

- 花見川図書館花見川団地分館

27-7 若葉図書館泉分館 見直し その他（運営の効率化）

27-8 若葉図書館西都賀分館 継続利用 当面継続

- 緑図書館あすみが丘分館

27-9 緑図書館土気図書室 見直し 集約化

- 美浜図書館打瀬分館

27-10 亥鼻公園集会所 継続利用 当面継続

27-11 千葉公園集会所 継続利用 当面継続

27-12 都市緑化植物園みどりの相談所 継続利用 当面継続

27-13 稲毛海浜公園教養施設 継続利用 当面継続

27-14 泉自然公園講堂 継続利用 当面継続

- 動物公園

27-15 花見川緑地交通公園 継続利用 当面継続

27-16 千葉ポートタワー 継続利用 当面継続

-
花の美術館
（三陽メディアフラワーミュージアム）

- 高原千葉村

27-17 少年自然の家 継続利用 当面継続

27-18 男女共同参画センター 見直し その他（貸室のあり方検討）

27-19 国際交流プラザ 継続利用 当面継続

27-20 市民活動支援センター 継続利用 当面継続

27-21 栄町立体駐車場 継続利用 当面継続

27-22
地域開放モデル事業予定地
（旧花見川第五小学校）

継続利用 当面継続

27-23 おゆみ野ふれあい館地域活動施設 継続利用 当面継続

- 保育所（５９施設）

- 子どもルーム（１２３施設）

28-1 青少年サポートセンター東分室 継続利用 当面継続

28-2 青少年サポートセンター西分室 継続利用 当面継続

- 青少年サポートセンター南分室

- 青少年サポートセンター北分室

28-3 児童相談所 継続利用 継続（計画的保全対象）

28-4 子ども交流館 継続利用 継続（計画的保全対象）

28-5 子育て支援館 継続利用 継続（計画的保全対象）

28-6 ふるさと農園 見直し 貸付・売却等

- 富田都市農業交流センター

- 下田都市農業交流センター

28-7 中田都市農業交流センター 継続利用 当面継続

28-8 農政センター 継続利用 当面継続

28-9 乳牛育成牧場 継続利用 当面継続

28-10 地方卸売市場 継続利用 当面継続

28-11 ビジネス支援センター 継続利用 当面継続

28-12 中央区役所 継続利用 継続（計画的保全対象）

- 花見川区役所

28-13 稲毛区役所 継続利用 継続（計画的保全対象）

（あり方について別途検討。評価せず。）

（データ評価で課題なし。継続利用）

（データ評価で課題なし。継続利用）

（データ評価で課題なし。継続利用）

（データ評価で課題なし。継続利用）

（あり方について別途検討。評価せず。）

（データ評価で課題なし。継続利用）

（既に再整備が進められていることから、評価せず。）

（既に再整備が進められていることから、評価せず。）

（データ評価で課題なし。継続利用）

（データ評価で課題なし。継続利用）

（データ評価で課題なし。継続利用）

（データ評価で課題なし。継続利用）



- 100 - 

 

評価番号 施設名 評価結果 方向性

- 若葉区役所

28-14 緑区役所 継続利用 継続（計画的保全対象）

- 美浜区役所

28-15 生浜市民センター 継続利用 継続（計画的保全対象）

28-16 松ケ丘市民センター 継続利用 当面継続

28-17 さつきが丘市民センター 継続利用 当面継続

- 花見川市民センター

28-18 幕張本郷市民センター 継続利用 継続（計画的保全対象）

28-19 山王市民センター 継続利用 当面継続

28-20 泉市民センター 継続利用 当面継続

- 千城台市民センター

28-21 土気市民センター 継続利用 当面継続

28-22 誉田市民センター 継続利用 当面継続

- 蘇我駅前連絡所

28-23 こてはし台連絡所 見直し 集約化

28-24 長作連絡所 見直し 集約化

- 大宮台連絡所

28-25 椎名連絡所 見直し 集約化

28-26 中央保健福祉センター 継続利用 継続（計画的保全対象）

- 花見川保健福祉センター

- 稲毛保健福祉センター

- 若葉保健福祉センター

28-27 緑保健福祉センター 継続利用 継続（計画的保全対象）

28-28 美浜保健福祉センター 継続利用 継続（計画的保全対象）

28-29 東京事務所 継続利用 当面継続

28-30 幕張新都心サテライトオフィス 継続利用 当面継続

28-31 職員研修所 継続利用 継続（計画的保全対象）

28-32 総合保健医療センター 継続利用 継続（計画的保全対象）

29-1 消防局・中央消防署 継続利用 継続（計画的保全対象）

29-2 花見川消防署 継続利用 継続（計画的保全対象）

29-3 稲毛消防署 継続利用 継続（計画的保全対象）

29-4 若葉消防署 継続利用 継続（計画的保全対象）

29-5 緑消防署 継続利用 継続（計画的保全対象）

29-6 美浜消防署 継続利用 継続（計画的保全対象）

29-7 中央消防署蘇我出張所 継続利用 継続（計画的保全対象）

- 中央消防署宮崎出張所

29-8 中央消防署生浜出張所 継続利用 継続（計画的保全対象）

29-9 中央消防署臨港出張所 継続利用 当面継続

29-10 花見川消防署幕張出張所 継続利用 継続（計画的保全対象）

29-11 花見川消防署畑出張所 継続利用 当面継続

29-12 花見川消防署作新台出張所 継続利用 当面継続

29-13 稲毛消防署西千葉出張所 継続利用 継続（計画的保全対象）

29-14 若葉消防署桜木出張所 継続利用 当面継続

29-15 若葉消防署大宮出張所 継続利用 継続（計画的保全対象）

29-16 若葉消防署都賀出張所 継続利用 当面継続

（建替工事が完了し、平成２９年度から新庁舎での業務を開始したため、評価せず。）

（データ評価で課題なし。継続利用）

（データ評価で課題なし。継続利用）

（データ評価で課題なし。継続利用）

（データ評価で課題なし。継続利用）

（データ評価で課題なし。継続利用）

（データ評価で課題なし。継続利用）

（データ評価で課題なし。継続利用）

（データ評価で課題なし。継続利用）

（データ評価で課題なし。継続利用）
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評価番号 施設名 評価結果 方向性

29-17 若葉消防署泉出張所 継続利用 当面継続

29-18 若葉消防署殿台出張所 継続利用 当面継続

29-19 緑消防署誉田出張所 継続利用 継続（計画的保全対象）

29-20 緑消防署土気出張所 継続利用 当面継続

29-21 緑消防署越智出張所 継続利用 当面継続

29-22 美浜消防署高浜出張所 継続利用 当面継続

29-23 美浜消防署打瀬出張所 継続利用 継続（計画的保全対象）

29-24 中央・美浜環境事業所 継続利用 当面継続

29-25 花見川・稲毛環境事業所 継続利用 当面継続

29-26 若葉・緑環境事業所 継続利用 当面継続

29-27 中央・稲毛公園緑地事務所 見直し
集約化、複合化、
類似機能の統合、
その他（あり方を検討）

29-28 花見川公園緑地事務所 継続利用 当面継続

29-29 若葉公園緑地事務所 見直し
集約化、複合化、
類似機能の統合、
その他（あり方を検討）

29-30 緑公園緑地事務所 継続利用 当面継続

29-31 美浜公園緑地事務所 継続利用 当面継続

29-32 中央・美浜土木事務所 継続利用 当面継続

29-33 花見川・稲毛土木事務所 継続利用 当面継続

29-34 若葉土木事務所 継続利用 当面継続

29-35 緑土木事務所 継続利用 当面継続

29-36 消防総合センター 継続利用 継続（計画的保全対象）

29-37 救助救急センター 見直し その他（他施設への移転）

29-38 消防職員待機宿舎（椎名寮） 見直し その他（必要性を検討）

29-39 暮らしのプラザ 継続利用 当面継続

29-40 動物保護指導センター 継続利用 当面継続

― ハーモニープラザ（建物全体） ― （計画的保全対象）

29-41 社会福祉研修センター 継続利用 当面継続

29-42 ことぶき大学校 見直し
その他（事業の必要性や施設の
有効活用方法を検討）

29-43 成年後見支援センター 継続利用 継続（計画的保全対象）

29-44 障害者福祉センター 継続利用 継続（計画的保全対象）

29-45 障害者相談センター 継続利用 継続（計画的保全対象）

29-46 大宮学園 継続利用 継続（計画的保全対象）

29-47 桜木園 継続利用 継続（計画的保全対象）

29-48 療育センター 継続利用 継続（計画的保全対象）

29-49 こころの健康センター 継続利用 継続（計画的保全対象）

29-50 青葉病院 継続利用 継続（計画的保全対象）

29-51 海浜病院 継続利用 当面継続

29-52 休日救急診療所 継続利用 継続（計画的保全対象）

29-53 養護学校 継続利用 継続（計画的保全対象）

29-54 第二養護学校 継続利用 継続（計画的保全対象）

29-55 高等特別支援学校 継続利用 継続（計画的保全対象）

29-56 千葉高等学校 継続利用 継続（計画的保全対象）

29-57 稲毛高等学校 継続利用 継続（計画的保全対象）
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イ １巡目（平成２５年度～平成２９年度）に開設した施設等 

 

※評価番号が「―」の施設は、データ評価で課題がなかったこと等により総合評価は実施していません。 

 

評価番号 施設名 評価結果 方向性

- 大宮学校給食センター

- 新港学校給食センター

- こてはし学校給食センター

29-58 看護師養成施設 継続利用 当面継続

29-59 教育センター 継続利用 当面継続

29-60 養護教育センター 継続利用 継続（計画的保全対象）

29-61 斎場 継続利用 継続（計画的保全対象）

29-62 桜木霊園 継続利用 継続（計画的保全対象）

- 平和公園

（既に再整備が進められていることから、評価せず。）

（既に再整備が進められていることから、評価せず。）

（既に再整備が進められていることから、評価せず。）

（既に再整備が進められていることから、評価せず。）

評価番号 施設名 評価結果 方向性

- 蘇我コミュニティセンター

- 真砂コミュニティセンター

- 磯辺スポーツセンター

- 高洲・子育てリラックス館

- 中央消防署宮崎出張所

30-1 犢橋公民館 継続利用 当面継続

30-2 高洲スポーツセンター 継続利用 継続（計画的保全対象）

30-3 みずほハスの花図書館 継続利用 継続（計画的保全対象）

30-4
旅客船ターミナル等複合施設
「ケーズハーバー」

継続利用 当面継続

30-5 昭和の森フォレストビレッジ 継続利用 当面継続

30-6 おゆみ野中央・子育てリラックス館 継続利用 当面継続

30-7 蘇我・子育てリラックス館 継続利用 当面継続

30-8 犢橋市民センター 継続利用 当面継続

30-9 自立・就労サポートセンター中央 継続利用 継続（計画的保全対象）

30-10 自立・就労サポートセンター花見川 継続利用 継続（計画的保全対象）

30-11 自立・就労サポートセンター稲毛 継続利用 継続（計画的保全対象）

30-12 自立・就労サポートセンター若葉 継続利用 継続（計画的保全対象）

30-13 ふるさとハローワークいなげ 継続利用 継続（計画的保全対象）

30-14 ふるさとハローワークみどり 継続利用 継続（計画的保全対象）

30-15 千葉サイクル会館 継続利用 継続（計画的保全対象）

30-16 発達障害者支援センター 継続利用 継続（計画的保全対象）

30-17 療育センター分館ふれあいの家 継続利用 継続（計画的保全対象）

30-18 ひきこもり地域支援センター 継続利用 継続（計画的保全対象）

30-19 生涯現役応援センター 継続利用 当面継続

30-20 生活自立・仕事相談センター中央 継続利用 継続（計画的保全対象）

30-21 生活自立・仕事相談センター稲毛 継続利用 継続（計画的保全対象）

30-22 生活自立・仕事相談センター若葉 継続利用 継続（計画的保全対象）

30-23 こてはし学校給食センター 継続利用 継続（計画的保全対象）

（データ評価で課題なし。継続利用）

（データ評価で課題なし。継続利用）

（データ評価で課題なし。継続利用）

（データ評価で課題なし。継続利用）

（データ評価で課題なし。継続利用）
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ウ ２巡目（令和元年度） 

 

 

評価番号 施設名 評価結果 方向性

1-1 中央いきいきプラザ 継続利用 当面継続

1-2 若葉いきいきプラザ 継続利用 当面継続

1-3 緑いきいきプラザ 継続利用 当面継続

1-4 美浜いきいきプラザ 継続利用 当面継続

1-5 蘇我いきいきセンター 継続利用 当面継続

1-6 さつきが丘いきいきセンター 継続利用 当面継続

1-7 あやめ台いきいきセンター 継続利用 当面継続

1-8 大宮いきいきセンター 継続利用 当面継続

1-9 越智いきいきセンター 継続利用 当面継続

1-10 土気いきいきセンター 継続利用 当面継続

1-11 真砂いきいきセンター 継続利用 当面継続

1-12 小中台地域福祉交流館 継続利用 当面継続

1-13 犢橋地域福祉交流館 継続利用 当面継続

1-14 南部青少年センター 見直し
周辺類似施設との機能統合等を含め
た施設のあり方の検討

1-15 千葉市民会館 継続利用 当面継続

1-16 文化センター 継続利用 当面継続

1-17 若葉文化ホール 継続利用 当面継続

1-18 青葉の森スポーツプラザ 継続利用 当面継続

1-19 北谷津温水プール 継続利用 当面継続

1-20 大宮スポーツ広場 継続利用 当面継続

1-21 古市場公園スポーツ施設 継続利用 当面継続

1-22 昭和の森スポーツ施設 継続利用 当面継続

1-23 幸町公園水泳プール 継続利用 当面継続

1-24 稲毛海浜公園スポーツ施設 継続利用 当面継続

1-25 市民ギャラリー・いなげ 継続利用 当面継続

1-26 みやこ図書館 継続利用 当面継続

1-27 花見川図書館 継続利用 当面継続

1-28 みやこ図書館白旗分館 見直し
周辺類似施設との機能統合等を含め
た施設のあり方の検討

1-29 亥鼻公園集会所 見直し
施設の必要性を含めた施設のあり方の
検討

1-30 千葉公園集会所（好日亭） 見直し
施設の必要性を含めた施設のあり方の
検討

1-31 稲毛海浜公園教養施設 継続利用 当面継続

1-32 栄町立体駐車場 見直し
民間等による施設活用の可能性を含め
た施設のあり方の検討

1-33
地域開放モデル事業予定地
（旧花見川第五小学校跡施設）

継続利用 当面継続

1-34 青少年サポートセンター東分室 継続利用 当面継続

1-35 青少年サポートセンター西分室 継続利用 当面継続

1-36 ふるさと農園 継続利用 当面継続

1-38 地方卸売市場 継続利用 当面継続
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評価番号 施設名 評価結果 方向性

1-39 さつきが丘市民センター 継続利用 当面継続

1-40 山王市民センター 継続利用 当面継続

1-41 泉市民センター 継続利用 当面継続

1-42 土気市民センター 継続利用 当面継続
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５ 用語集 
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